
 

令和四年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

分担研究報告書 
 

「周産期・小児医療提供体制に関する研究」 

 

研究分担者  海野 信也（北里大学 名誉教授） 

 

 

研究要旨 

・災害時の小児・周産期領域の地域連携 BCPを策定する上での課題についての検討を行

った。次年度以降、小児・周産期領域の地域連携 BCP策定のためのマニュアル作成を進

める。 

・災害時小児周産期リエゾン養成研修の開催支援活動を行い、その結果についての総括

をおこなった。次年度以降、研修の充実のための支援活動を継続する。 

・災害時小児周産期リエゾン技能維持研修のモデル開催に参画し、その評価を行った。

2023年度に開始される技能維持研修の支援を行う。 

・内閣府訓練時の大規模災害情報システム（PEACE）の活用状況を検討し、システムの課

題、システム運用上の課題を整理した。次年度以降、より有効に機能できるようにする

ための方策の検討を進める。 

 

研究協力者 

1. 井田孔明：帝京大学溝口病院小児科・

教授 

2. 伊藤友弥：あいち小児保健医療総合セ

ンター 救急科 医長 

3. 伊藤隆一：日本小児科医会・会長 

4. 今井一徳：名古屋市立大学病院・救急

科 

5. 祝原賢幸：大阪母子医療センター新生

児科・医長 

6. 大木茂：聖隷福祉事業団 在宅・福祉

サービス事業部聖隷こども家庭総合

支援センター・センター長 

7. 清水直樹：聖マリアンナ医科大学小

児科・教授 

8. 菅原準一：東北大学大学院医学系研究

科・教授 

9. 鈴木真：国保旭中央病院・参与 

10. 芹沢麻里子：浜松医療センター周産

期・メディカルバースセンターセンタ

ー長 

11. 津田尚武：久留米大学医学部産科婦人

科学・准教授 

12. 德久 琢也：鹿児島市立病院新生児内

科・部長 

13. 中井章人：日本医科大学多摩永山病

院・院長 

14. 西ヶ谷順子：東京共済病院・婦人科・

医長 

15. 服部響子：北里大学医学部産婦人科 

16. 平川英司：鹿児島市立病院新生児科医

長 

17. 藤井祐子：全国保育園保健師看護師連

絡会 

18. 牧 尉太：岡山大学医学部産科婦人科

学 

19. 宮川 祐三子：大阪母子医療センター

看護部長 

20. 岬美穂：国立病院機構 DMAT事務局 

21. 吉田穂波：神奈川県立保健福祉大学・

教授 

22. 米倉竹夫：奈良県総合医療センター小

児外科・部長 

23. 和田和子：大阪母子医療センター・新

生児科主任部長 

24. 和田雅樹：新潟県福祉保健部・参事 



 

25. 渡邊理史：高知県・高知市病院企業団

立高知医療センター産科・医長 

 

Ａ．研究目的 

広域的な連携体制、医療資源の供給体

制、医療資源を適切に配分調整するロジス

ティクスに関しては、各保健医療施設、各

保健医療活動チームの個々の対応だけでは

限界があり、被災地域全体としての連携調

整が必要である。 

医療提供においても、単独の医療機関が

行うだけでなく、面的に地域の医療機関が

連携する必要がある。そのためには、地域

における被害想定を考慮した地域連携ＢＣ

Ｐの作成が重要である。 

本研究は、これまで構築してきた災害医

療体制を基礎として、いかに多機関・多組

織・多職種が連携すれば、医療資源を最大

限に活用できるのかを提言することを目的

としており、その中で本分担研究では、特

に小児領域、周産期領域の地域連携 BCPに

ついての検討を、行う。 

具体的な主なテーマは、小児領域及び産

科・周産期領域の地域連携 BCPにおける諸

課題の検討、連携調整を担う災害時小児周

産期リエゾン（リエゾン）の養成・技能維

持・活動支援ツールに関する研究である。 

Ｂ．研究方法 

 日本小児科学会災害対策委員会、日本産

科婦人科学会災害対策・復興委員会、日本

周産期新生児医学会災害対策委員会、日本

災害医学会小児周産期委員会と連携して、

4グループに分かれて平行的に研究を進め

る（各研究協力者の担当 Groupを表に示

す。） 

・Group A：小児領域の地域連携 BCPにお

ける諸課題の検討 

・Group B: 産科・周産期領域の地域連携

BCPにおける諸課題の検討 

・Group C: 災害時小児周産期リエゾンの

養成・技能維持・活動支援ツールに関する

研究 

・Group D: 災害時の産科・周産期領域及

び小児領域の情報システムの活用方法に関

する研究 

 



 

Ｃ．研究成果 

・Group A：本 Group では、3年間の研究期

間に、「都道府県の小児領域の地域連携 BCP

策定マニュアル」及び「災害時の在宅医療

ケア児等への対応に関する提言」を成果物

としてとりまとめる方針で研究を進めた。 

 2022年度は、都道府県が公開している第

７次医療計画をレビューし、５事業に含ま

れる「災害医療」、「小児医療（小児救急を

含む）」、「周産期医療」の計画のなかで、

どのように災害医療と小児医療が扱われて

いるかを抽出した。その上で、特色のある

記載を提示しつつ、地域連携 BCPを構築す

る際に課題となる事項を列挙した。災害時

小児領域の施設間連携については都道府県

ごとに検討状況に大きな差があることが明

らかになった（別紙 1）。小児医療における

地域連携 BCPを策定するためには、災害時

小児周産期リエゾンの十分な数の養成と委

嘱、地域の実情に応じた災害時小児医療圏

の想定、個々の小児医療機関の災害時にお

ける役割付与、等が行われる必要があると

考えられた。 

 

・Group B:本 Group では、3年間の研究期

間に、「都道府県の産科・周産期領域の地

域連携 BCP策定マニュアル」と「周産期母

子医療センターにおける災害対策のあり方

に関する提言」を成果物としてとりまとめ

る方針で研究を進めた。 

 2022年度は、都道府県の産科・周産期領

域の地域連携 BCP 策定マニュアル（第 1

版）として、高知県を対象とした災害時の

産科領域の医療需要に関する先行研究につ

いて検討を行い、マニュアル案を作成し

た。（別紙 2） 

 

・Group C: 本 Group では、3年間の研究期

間に、「持続可能な災害時小児周産期リエ

ゾン養成・技能維持体制の構築」「災害時

小児周産期リエゾンの活動におけるロジス

ティック機能確保策に関する提言」「小児

周産期領域の災害情報システムの改善策の

提言」「災害時小児周産期リエゾン活動マ

ニュアルの改定」を成果物としてとりまと

める方針で研究を進めた。 

2022年度は以下の活動をおこなった。 

① 厚生労働省主催災害時小児周産期リエ

ゾン養成の開催支援と評価（別紙 3） 

② 災害時小児周産期リエゾン技能維持研

修のモデル開催と評価（別紙 3） 

 

・Group D：本 Groupでは、3年間の研究期

間に、「産科・周産期領域の災害情報システ

ムの活用マニュアルの作成」「小児領域にお

ける災害情報システム活用マニュアルの作

成」を成果物としてとりまとめる方針で研

究を進めた。 

 2022年度は、次年度以降に予定されてい

る日本産科婦人科学会大規模災害対策情報

システム（PEACE）の改修に可能な範囲で

反映させる目的で、2022年度内閣府大規模

地震時医療活動訓練での実際の PEACE運用

を踏まえ、現状課題の抽出を行った。 (別

紙 4) 

 

Ｄ．考察 

・小児・周産期領域の地域連携 BCPについ

て：今年度は、小児・周産期領域の地域連

携 BCPの策定に向けて、課題の整理を行っ

た。 

小児・周産期領域は、大規模災害発生時

にも平時の医療需要の抑制が難しいという

共通の特性を有していることが広く知られ

ている。自然陣痛の発来は抑制できないの

で、災害時にも一定数の分娩への対応が必

要になる。予定されていた帝王切開を延期

できる時間的余裕は、他の領域の予定手術

と比べて非常に限定されている。小児の急

性疾患、特に感染症の発症を抑制すること

は難しく、避難所生活が必要な場合には、

むしろ増加することを想定する必要があ

る。また在宅の医療的ケア児に対するケア

の継続は必要不可欠である。こうした医療

需要の多くについては、被災地内で対応可

能な体制を整備する必要があり、平時より



 

そのための準備を行っておくことが求めら

れる。その意味で地域連携 BCPの策定は、

小児・周産期領域において特に必要性が高

いと考えられる。 

周産期領域については、平時からハイリ

スク症例、緊急症例への医療提供が可能な

施設は限定されており、発災時にはその中

で、地域で機能維持されている施設に投入

可能な医療資源を集中して必要な医療提供

体制を確保する、というのが基本戦略とな

る。地域の妊産婦数及び対応が必要な医療

需要は想定可能である。このため、地域連

携 BCPの策定にあたって比較的具体的なイ

メージを描きやすい。そのような背景もあ

り、今年度、マニュアルのモデルとして、

先行的に検討が進んでいる高知県のマニュ

アルを示すことができた（別紙 2）。地域連

携 BCPは各地域の特性に即して作成される

必要があり、次年度以降は、より普遍的な

モデルを提示できるように検討を進めてい

く。 

小児領域の地域連携 BCPの策定に際して

は、周産期領域とは異なり、必要な医療提

供の多重的な多様性が大きな課題となる。

まず、対象者が急性疾患に罹患した児から

在宅の医療ケア児までと多様である。ま

た、対応すべき環境が、避難所、福祉避難

所、在宅と多様である。必要な医療の内容

も多様であり専門性の高い医療提供も必要

になる。このような多様性に対応する必要

があることを十分に理解した上できめ細か

い対応が求められることになるが、地域に

予め存在する医療資源は、特に専門性の高

い分野の人的資源が限定されていることが

多い。災害時の医療機能へのダメージの及

び方によっては、こうした弱点が露呈して

地域連携体制が機能不全となる状況も想定

する必要があり、その場合は被災地外から

の専門家の緊急的な投入が必要になる可能

性もある。小児領域の地域連携 BCPの策定

にあたっては、このような様々な課題を考

慮した上で、その地域において優先的に整

備すべきことを抽出する作業も必要になる

と考えられる。本分担研究では Group A

で、さらに検討を進めていく。 

・災害時小児周産期リエゾンの養成と技能

維持、リエゾン活動支援ツールの開発につ

いて：厚生労働省の災害時小児周産期リエ

ゾン養成研修は 2016 年度に開始され、7年

件で医師 1099名を含む 1303名が修了して

いる。都道府県にはそれぞれ 20名以上の

研修修了者が存在する状況になった。都道

府県から任命されたリエゾン数も増加しつ

つある。各地域に発生している地震災害、

台風災害等でリエゾンは活発に活動してお

り、10県程度では、COVID-19感染拡大時

の陽性妊産婦の受入先調整活動をリエゾン

が担い、地域での活動の実績を蓄積してき

ている。しかし、比較的長期にわたって活

動が必要となる大規模災害を想定したと

き、リエゾンの養成数はまだ十分とは言え

ず、今後も養成を継続する必要がある。ま

た、リエゾンの技能維持のための訓練を安

定的に提供する体制は未整備のままと言わ

ざるをえない。 

リエゾン養成研修は、コロナ禍での開催

形式の変更を経て、少しずつその内容を充

実させるための努力が続けられてきた。今

後は事前の動画視聴を活用することを通じ

て実開催時の研修内容の充実を進めていく

必要がある。 

リエゾンの実災害での活動経験は限定さ

れており、養成研修会修了者の技能維持研

修の実施は、これまで課題として残されて

いた。2022年度に技能維持研修のモデル開

催が行われ、その具体的イメージがある程

度明確化された。この成果を元に、2023年

度は、正式に事業化される方向で検討が進

められている。技能維持研修は、統括 DMAT

の技能維持研修に一部参加して行われるこ

とが想定されており、リエゾンが保健医療

福祉調整本部内で活動する上で、非常に有

用な経験となることが期待される。今後、

各地域でリエゾン活動の核となる人材の養

成につながるような研修となるために、本

研究班として積極的に支援を行うことが重



 

要と考えられる。 

リエゾンは、DMAT のような実働部隊を持

たないという条件下で、本部での調整業務

を担うことが想定されており、現場からの

情報収集と適切な情報の共有が非常に重要

となる。EMISの機能を補完し、小児周産期

領域で必要となる情報を収集する情報シス

テムとして日本産科婦人科学会を中心に、

日本小児科学会等の関係学会・団体との連

携下に大規模災害情報システム（PEACE）

が開発されてきている。本システムは、現

在、大規模なバージョンアップが計画され

ており、その具体的な内容は 2023年度に

検討され、決定される予定となっている。

今年度に実施された内閣府訓練の際、現行

の PEACEを活用した諸活動が行われ、小

児・周産期各領域で様々な課題の抽出が行

われた。明らかになった諸課題について

は、Group Dがその内容を総括し、別紙 4

にまとめている。次年度以降、本分担研究

班の研究協力者が PEACEの改修作業に参画

する予定となっている。次年度以降、本分

担研究班では、実災害の際に、PEACEを有

効活用するための運用方法についても、検

討を進めていく。 

 

Ｅ．結論 

・災害時の小児・周産期領域の地域連携

BCPを策定する上での課題についての検討

を行った。次年度以降、小児・周産期領域

の地域連携 BCP策定のためのマニュアル作

成を進める。 

・災害時小児周産期リエゾン養成研修の開

催支援活動を行い、その結果についての総

括をおこなった。次年度以降、研修の充実

のための支援活動を継続する。 

・災害時小児周産期リエゾン技能維持研修

のモデル開催に参画し、その評価を行っ

た。2023年度に開始される技能維持研修の

支援を行う。 

・内閣府訓練時の大規模災害情報システム

（PEACE）の活用状況を検討し、システム

の課題、システム運用上の課題を整理し

た。次年度以降、より有効に機能できるよ

うにするための方策の検討を進める。 

 
Ｆ．健康危険情報 

 とくになし。 

 

 
Ｇ．研究発表 

1．論文発表 

・Takafumi Watanabe, Chiaki Katata, 

Sachio Matsushima, Yusuke Sagara, 

Nagamasa Maeda.(2022) Perinatal Care 

Preparedness in Kochi  Prefecture for 

When a Nankai Trough Earthquake 

Occurs: Action Plans and Disaster 

Liaisons for Pediatrics and Perinatal 

Medicine. Tohoku J. Exp. Med., 257, 

77-84 

・那須保友, 牧尉太, 櫻井淳, 増山寿, 前

田嘉信 吉備中央町が本邦発の革新的事業

連携型国家戦略特区指定を受けて―デジタ

ル田園健康特区と規制改革の実現に向けた

大学の役割―  岡山医学会雑誌 134 115-

118. 2022 

・栗山千晶, 牧尉太, 三苫智裕, 横畑理

美, 三島桜子, 大平安希子, 桐野智江, 谷 

和祐, 衛藤英理子, 早田桂, 増山寿 産科

危機的出血搬送例に救急外来で緊急大動脈

バルーン遮断を使用した 2症例 現代産婦

人科 70(2) 327-333.2022. 

・牧尉太, 三苫智裕, 横畑理美, 三島桜

子, 大平安希子, 谷和祐, 衛藤英理子, 早

田桂, 増山寿 COVID-19 妊産婦緊急搬送

補助システム"iPicss"を用いた救急隊との

搬送連携/災害発生後や COVID-19妊婦の連

携体制の構築  日本周産期・新生児医学

会雑誌 57(4) 826-828 2022 

・井田孔明 乳幼児と災害 月刊母子保健 

763：4-5 2022年 11月号 

・吉田穂波．新型コロナウィルス感染症対

策をふまえた災害時の母子保健支援．新型

コロナウィルス関連情報特設サイト．新型

コロナウィルス関連 e-ラーング教材・参考



 

資料．日本公衆衛生学会．

https://www.jsph.jp/covid/files/838AE7

.pdf 

・吉田穂波．災害時に母子を支えるために

―心理的安全性を築く拠点づくりの重要性

―．In: 特集「避難所の現状と課題」．地

域保健. 7:28-34. 2022 

・吉田穂波．「だれひとり取り残されな

い」災害支援―東日本大震災後のリプロダ

クティブヘルス―．In: 特集 公衆衛生・

医療の新たな世界観．保健の科学. 

64(3):165-170 (2022) 

2．学会発表 

・今井一徳 座長「災害関連」第 125回日

本小児科学会学術集会 2022年 4月 16日 

福島県郡山市 

・上田浩平, 平山隆浩, 牧尉太, 那須保

友, 中尾篤典 在宅救急医療における、メ

ディカル・スタッフ(看護師・薬剤師・ケ

アマネ・MSW・救急救命士など)の重要性と

さらなる活躍の可能性 救急救命士の処置

拡大に向けた取り組み 日本在宅救急医学

会シンポジウム  2022年 9月 11日 常陽

藝文センター（茨城県水戸市）    

・大羽輝,  牧尉太,三苫智裕, 三島桜子, 

大平安希子, 桐野智江, 谷和祐, 衛藤 英

理子, 早田桂, 赤木憲明, 平山隆浩, 上田

浩平, 中尾篤典, 増山寿 デジタル田園健

康特区での移動中の遠隔超音波検査システ

ムの開発と実証調査(受信者側視点)  第

74回 中国四国産科婦人科学会学術講演会 

ザ クラウンパレス新阪急高知 2022年 9

月 17-18日（高知県高知市） 

・三苫智裕, 牧尉太, 大羽輝, 三島桜子, 

大平安希子, 桐野智江, 谷和祐, 衛藤英理

子, 早田桂, 赤木憲明, 平山隆浩, 上田浩

平, 中尾篤典, 増山寿 デジタル田園健康

特区での移動中の遠隔超音波検査システム

の開発と実証調査(救急車側視点)  第 74

回 中国四国産科婦人科学会学術講演会 ザ 

クラウンパレス新阪急高知 2022年 9月

17-18日（高知県高知市） 

・牧尉太, 増山寿 情報連携による周産期

医療体制のレジリエンスの強化〜平時に利

用するシステムこそが災害時に活きる〜 

日本産科婦人科学会学術講演会 災害・復

興委員会企画 災害に強靭でしなやかな産

婦人科医療体制を構築する シンポジウム 

福岡国際会議場 8 月 5日~7日 

・渡邊理史 「災害時の周産期医療強靭化

計画～高知県の南海トラフ巨大地震への備

え～」第 75回日本産科婦人科学会学術講

演会 災害対策・復興委員会企画 2022年

8月 6日 福岡市 

・渡邊理史 「災害対応〜災害時妊産婦を

守るために平時から必要なこと〜」 2022

年度助産師中国・四国地区研修会 基調講

演 2022年 10月 8 日 WEB講演 

・渡邊理史 「高知県における災害時の小

児医療を考える」令和 4年度高知県小児保

健協会学会・総会 基調講演 2022年 8月

4日 高知市 

・宮川祐三子 災害時に自分の命と要配慮

者を守るための減災対策ツール 「災害に

備える助産師のための減災ドリル～日本助

産学会作成～」 第 63回 日本母性衛生

学会 シンポジウム「災害と周産期医療」

2022年 9月 9日 神戸 

・宮川祐三子 「病院内での災害対策の取

り組み 小児・NICU での災害時の対応や日

頃の備えはできていますか？」第 32回日

本小児看護学会 2022年 7月 10日 福岡 

・海野信也 いつでも、どこでも、どんな

ときでも－感染症対策を取り込んだこれか

らの周産期救急医療― 横浜市産婦人科医

会月例研究会 2022 年 6月 22日 WEB 

・吉田 穂波．災害時小児周産期リエゾン

の取組について．第 28回日本集団災害学

会総会．2022年 3月 11日 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
1. 特許取得 
 なし 
2. 実用新案登録 
 なし 
3.その他 
 なし



令和四年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 
「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

分担研究報告書 

「周産期・小児医療提供体制に関する研究」 

GroupＡ 小児領域の地域連携 BCPにおける諸課題の検討 

研究分担者  海野 信也（北里大学 名誉教授） 

研究協力者  井田 孔明（帝京大学溝口病院） 

研究協力者  伊藤 友弥（あいち小児保健医療総合センター） 

研究協力者  伊藤 隆一（日本小児科医会） 

研究協力者  大木 茂（聖隷こども家庭総合支援センター） 

研究協力者  清水 直樹（聖マリアンナ医科大学） 

研究協力者  德久 琢也（鹿児島市立病院） 

研究協力者  藤井 祐子（全国保育園保健師看護師連絡会） 

研究協力者  宮川 祐三子（大阪母子医療センター） 

研究協力者  岬 美穂（国立病院機構 DMAT 事務局） 

研究協力者  和田 和子（大阪母子医療センター） 

研究協力者  和田 雅樹（新潟県福祉保健部） 

研究協力者  米倉 竹夫（奈良県総合医療センター） 

研究要旨 

 本研究の目的は、小児領域の地域連携 BCP における諸課題を明らかにすることであ

る。そのため、全国の医療計画の５事業のうち、「災害医療」、「小児医療（小児救急を含

む）」、「周産期医療」を確認し、災害医療や小児医療、周産期医療がどのように記載され

ているかを確認した。災害医療の項目の中で小児医療に触れていたのは 41の都府県であ

った。「小児医療（小児救急を含む）」の項目で災害医療について触れていた自治体は 31

の都道府県であった。「周産期医療」の項目の中で災害医療に触れていた自治体は 45の

都道府県であり、「小児医療（小児救急を含む）」の項目よりも多かった。記載のされ方

として最も多かったのは災害時小児周産期リエゾンの養成・確保についてであった。地

域連携 BCPについて記載のある自治体はなかった。「小児医療」で地域連携 BCP の策定に

至らない理由として、現時点では災害時小児周産期リエゾンの養成・確保の優先順位が

高いこと、小児医療では医療機関への機能付与が明確でないことが考えられた。一方

で、地域連携 BCPに発展させることが期待できる記載も見られた。それらの記載から、

地域連携 BCPを策定する際の課題として、災害時小児周産期リエゾンの十分な数の養成

と委嘱、地域の実情に応じた災害時小児医療圏の想定、個々の小児医療機関の災害時に

おける役割付与、等が行われる必要があると考えられた。 

Ａ．研究目的 

災害時の医療提供のための地域連携 BCP

の構築は、地域での医療の需要と供給のバ

ランスが崩れた中で、速やかに適切な医療

の提供をするために必要な概念である。 

小児周産期医療領域での災害対策として

は、コーディネーター機能として災害時小

児周産期リエゾンを中心としたシステムが

ようやく構築され始めたところである。 

同時に、小児周産期医療は災害時でも継

続して提供が必要な医療であるため、地域

別紙1



 

連携 BCPの概念と合致する診療領域であ

る。 

しかし、小児周産期医療領域で地域連携

BCP についての実態は把握されていない。 

本研究では、小児周産期医療領域で、地

域連携 BCPにおける諸課題を明らかにする

ことを目的に、検討を行った。 

Ｂ．研究方法 

 都道府県が公開している第７次医療計画

をレビューし、５事業に含まれる「災害医

療」、「小児医療（小児救急を含む）」、「周

産期医療」の計画のなかで、どのように災

害医療と小児医療が扱われているかを抽出

した。その上で、特色のある記載を提示し

つつ、地域連携 BCPを構築する際に課題と

なる事項を列挙した。 

 

Ｃ．研究成果 

 47 都道府県の医療計画をレビューした。

「災害医療」の項目で小児の医療に触れて

いた自治体は 41の都府県であった。その

内容としては、災害時小児周産期リエゾン

を調整役として医療保険福祉調整本部等に

配置することを明記するものが多かった。 

 「小児医療（小児救急を）含む」の項目

で災害医療について触れていた自治体は 31

の都道府県であった。その内容としては、

災害時小児周産期リエゾンの養成・確保が

主な内容ではあった。具体的には、災害時

小児周産期リエゾンの養成を、災害時小児

周産期リエゾン 2人が最大３日間活動でき

るような、交代制も視野に入れている自治

体（熊本県）や、医療的ケア児の対応を行

う市町村の数を増やすことを目指していた

り（沖縄県）などがあった。 

 「周産期医療」の項目の中で災害医療に

触れていた自治体は 45の都道府県であ

り、「小児医療（小児救急を含む）」の項目

よりも多かった。また、総合周産期母子医

療センターに災害拠点病院と同等の機能を

求める自治体（茨城県）や、隣接する自治

体が被災したことを想定した記載がされて

いる自治体（秋田県、山形県など）もあ

り、「小児医療」での記載内容よりも多様

な切り口が見られた。 

 「小児医療（小児救急を含む）」、「周産

期医療」のどちらでも、地域連携 BCP に関

する記載は認められなかった。 

 

Ｄ．考察 

 「小児医療（小児救急を含む）」、「周産

期医療」のどちらにも、地域連携 BCP に関

する記載は認められなかった。ここからは

「小児医療（小児救急を含む）」の項目で

地域連携 BCP について触れられていない理

由について考察する。 

まず、地域連携 BCP の策定に至る前段階

の整備をしているから、が挙げられる。災

害時小児周産期リエゾンの養成研修、およ

び研修受講後の配置自体が新しい制度であ

るため、その配置の優先度を高くしている

自治体がほとんどである。小児・周産期医

療領域のコーディネーター機能が用意され

ることが、現場には求められていると考え

られる。 

 次に、総合／地域周産期母子医療センタ

ーというような分類がされている周産期医

療と異なり、小児医療では医療機関への機

能付与が明確でないことが多いから、が考

えられる。医療計画の中で、日本小児科学

会が提案する分類で記載している自治体は

散見されたものの、災害医療にそのまま当

てはめることは難しい。そのため、地域の

中で災害時に中心となる小児医療機関を明

示しにくく、地域連携の枠組みをつくりに

くい可能性がある。 

 一方で、地域連携 BCPに発展させること

ができる取り組みを記載している自治体も

あった。 

 静岡県では県を東部、中部、西部に分け

てそれぞれに災害時小児周産期リエゾンを

配置することを立案している。また、鳥取

県では各保健医療圏と全県に１名ずつ災害

時小児周産期リエゾンおよび、災害医療コ

ーディネーターとして任命された小児科医

や産科医を配置することを計画している。



 

これらは、都道府県全体をコーディネート

するのではなく、自治体の実情に応じた、

より動きやすいエリアを想定しているた

め、地域連携 BCPの概念に近いと思われ

る。 

 さらに、医療機関に災害時の役割を付与

することを決めている自治体もある。山口

県では小児救急医療拠点病院等において

BCP の策定を促進させる取り組みをしてい

る。結果として、その病院が置かれている

地域で果たすべき役割が反映されるはずで

ある。大阪府では４ヶ所の特定診療災害医

療センターを指定しており、その中に、大

阪母子医療センターが含まれている。この

事例は、大阪府内の小児・周産期医療の司

令塔的役割が大阪母子医療センターに付与

されることが示されており、必然的に大阪

府全体の中で小児・周産期医療拠点として

の機能を果たすことが求められることとな

ろう。 

 以上のことから、小児医療での地域連携

BCP を策定するために必要なこととして

は、 

① 災害時小児周産期リエゾンの十分な養成

と委嘱 

② 地域の実情に応じた災害時小児医療圏の

想定 

③ 個々の小児医療機関の災害時における役

割付与 

等が挙げられる。 

 

Ｅ．結論 

小児医療における地域連携 BCP を策定する

ためには、災害時小児周産期リエゾンの十

分な数の養成と委嘱、地域の実情に応じた

災害時小児医療圏の想定、個々の小児医療

機関の災害時における役割付与、等が行わ

れる必要がある。 

 
Ｆ．健康危険情報 
なし 

 
Ｇ．研究発表 
1．論文発表 

なし 

 

2．学会発表 

なし 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

なし 
 
 
 
1. 特許取得 
 
2. 実用新案登録 
 
3.その他



 

 



都道府県番号 都道府県

災害に
⼩児に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

⼩児
（⼩児
救急を
含む）
に災害
対策に
ついて
の記載

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

周産期
に災害
対策に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例 備考

1 北海道 なし なし なし あり なし なし

「災害時に⼩児患者に適切な医療
や物資が提供され、また、被災地
からの搬送受け⼊れや診療に係る
医療従事者の⽀援が適切に⾏われ
る体制の構築が必要です」

あり なし なし

「災害時に周産期に係る適切な医
療や物資が提供され、また、被災
地からの搬送受け⼊れや診療に係
る医療従事者の⽀援が適切に⾏わ
れる体制の構築が必要」

2 ⻘森県 あり なし なし

 災害医療コーディネーターのサ
ポートとして、⼩児・周産期分野
の調整役である災害時⼩児周産
 期リエゾンの養成が進められてい
ます。
  災害時⼩児周産期リエゾンは、東
⽇本⼤震災後の研究や検討で、被
災地や周辺地域における情
 報伝達網の遮断や、⼩児・周産期
医療に精通した災害医療従事者の
不⾜等を原因として、現状の災害
医療体制では⼩児・周産期医療に
関して準備不⾜であることが指摘
されたことから、平成 28 年度から
その育成が始まり、県内では2名
(平成 28 年度末現在)が認定されて
いますが、今後は 災害時⼩児周産
期リエゾンに係る体制整備を図っ
ていくことが必要
災害時における⼩児・周産期医療
の調整役を担う災害時⼩児周産期

あり なし なし

災害医療コーディネーターのサ
ポートとして、⼩児周産期分野の
調整役であ る災害時⼩児周産期リ
エゾンの配置が求められており、
本県では現在5名(平成 29 年度末現
在)が、災害 時⼩児周産期リエゾン
養成研修を修了しています。今後
は、災害時の⼩児・周産期医療対
策を踏まえ、災害 時⼩児周産期リ
エゾン養成研修の修了者を増やす
とともに、災害時⼩児周産期リエ
ゾンとしての役割を適 切に果たす
ことができるよう、取組を⾏う必
要があります。
災害時における⼩児・周産期医療
対策の実施に備え、災害時⼩児周
産期リエゾン養成研修の修
了者を増やすとともに、同リエゾ
ンの役割を適切に果たすことがで
きるよう、体制の構築に取組 みま
す。(県)

あり なし なし

これまでの震災や現状の災害医療
体制では⼩児・周産医療に関して
準備不⾜であることや、周産期医
療 においては災害時でも平時から
の独⾃のネットワークを活⽤する
ことの必要性が指摘されていま
す。
そのため、災害医療コーディネー
ターのサポートとして、⼩児周産
期分野の調整役である災害時⼩児 
周産期リエゾンの配置が求められ
ており、本県では現在5名(平成 29 
年度末現在)が認定されていま す。
今後、災害時周産期リエゾンとし
ての役割を適切に果たすことがで
きるよう、体制整備を図ってい く
必要があります。
災害時に災害時周産期リエゾンと
しての役割を適切に果たすことが
できるよう、体制整備に努め
  ます。(県)

3 岩⼿県 あり あり

2023年
にリエ
ゾンを
23名に
する
（2017
年は５
名）

災害時に⼩児・周産期医療に係る
保健医療活動の総合調整を適切か
つ円滑に⾏えるよう、災害医療
コーディネーターをサポートする
ことを⽬的とした「災害時⼩児周
産期リエゾン 」を養成するため、 
産科医や⼩児科医を国の研修会に
派遣
災害時の⼩児・周産期医療に係る
コーディネート体制を強化する必
要があります。
重点施策の政策ロジックに中間ア
ウトカム、最終アウトカムとして
リエゾンの関わりを明記

あり なし なし

災害時において、⼩児や⼩児患者
に適切な医療や物資を提供できる
体制を整備することが求められ ま
す
災害時に⼩児・周産期医療に特化
した情報収集、関係機関との調整
等を担う「災害時⼩ 児周産期リエ
ゾン」の養成を進める必要があり
ます。
災害時において⼩児及び⼩児救急
患者に適切な医療や物資を提供で
きる体制を構築します。
災害時に⼩児・周産期医療に特化
した情報収集や関係機関との調整
等を担う「災害時⼩児周産期リ エ
ゾン」を養成し、平時からの訓練
や災害時の活動を通じて、地域の
ネットワークを有効に活⽤する 仕
組みを構築します

あり あり

2023年
にリエ
ゾンを
23名に
する
（2017
年は５
名）

岩⼿県周産期医療情報ネットワー
クシステム「いーはとーぶ」に登
録されていた妊産婦の健 診・診療
情報が、被災した妊産婦の安否確
認や搬送先での適切な医療の提
供、流失した⺟⼦健康⼿帳 の再交
付等に役⽴つなど、平時から形成
されていた本県の周産期医療ネッ
トワークが、災害時におい ても有
効に機能
災害時に⼩児・周産期医療に特化
した⽀援・調整を⾏う「災害時⼩
児周産期リエゾン」 を 養成するた
め、平成 28(2016)年度から国が実
施している研修会に産科医及び⼩
児科医を派遣していま す。
災害時に災害対策本部等において
⼩児・周産期医療に関する情報収
集、関係機関との調 整等を担う
「災害時⼩児周産期リエゾン」の
養成を進める必要があります。

中間⾒直し後

4 宮城県 あり なし なし

専⾨性の⾼い分野の助⾔や調整を
⾏うため，精神分野，透析分野，
周産期分野に関してはそれぞれ専
⾨の コーディネーターを委嘱して
います。また，⼩児周産期分野に
関しては，災害医療コーディネー
ターを⽀
援するため，「災害時⼩児周産期
リエゾン」を養成しています。
国が実施する，災害時⼩児周産期
リエゾン養成研修により，⼈材を
育成し，医療救護体制の整備を図
りま
す。

あり なし なし

災害時の体制強化を図るため，災
害時⼩児周産期リエゾンを育成
し，地域におけるネットワークの
構築や情報収集等の体制を整備し
ます。

あり なし なし

災害が発⽣した際に，関係機関と
の調整を⾏う災害時⼩児周産期リ
エゾンを育成・配置し，平時から
⽇本産科婦⼈科学会⼤規模災害時
⼤規模災害対策情報システムを活
⽤し，各周産期⺟⼦医療センター
等と連携を図りながら災害時の体
制整備を進めています。
平時は周産期救急搬送コーディ
ネーター事業で搬送調整を⾏って
いますが，災害時は，東北⼤学病
院を中⼼とした搬送調整体制の整
備を進めています。
災害時⼩児周産期リエゾンを育成
し，災害訓練等を定期的に⾏い，
平時から地域のネットワークづく
り， 情報の収集等の体制整備を図
ります。

周産期につ
いては災害
時の搬送調
整体制に⾔
及

5 秋⽥県 あり なし なし

災害時に妊婦や⼩児に適切な医療
や物資を提供できるよう、周産期
医療に係る保健 医療活動の総合調
整を適切かつ円滑に⾏うため、災
害時⼩児周産期リエゾンを養成 ・
配置しました
妊産婦や新⽣児の医療に特化した
災害時の調整役として、災害時⼩
児周産期リエゾン
  を養成・配置する必要がありま
す。
災害時⼩児周産期リエゾンの養成
を進めるとともに、平時から訓練
等を通じて保健医
  療調整本部の災害医療コーディ
ネーター等との連携を図ります。

あり なし なし

災害時に⼩児に適切な医療や物資
を提供できるよう、⼩児医療に係
る保健医療活動 の総合調整を適切
かつ円滑に⾏うため、災害時⼩児
周産期リエゾンを養成・配置する 
必要があります。
災害時⼩児周産期リエゾンを養
成・配置する必要があります。
災害時に⼩児及び⼩児患者に適切
な医療や物資を提供できるよう、
災害時⼩児周産期
  リエゾンを認定し、平時より訓練
を実施する体制
 ◆ ⾃県のみならず近隣県の被災時
においても、災害時⼩児周産期リ
エゾン等を介して被
  災県からの搬送受⼊れや診療に係
る医療従事者の⽀援等を⾏う体制
災害時⼩児周産期リエゾンの養成
を進めるとともに、平時から訓練
等を通じて災害医

あり なし なし

災害時に妊婦や⼩児に適切な医療
や物資を提供できるよう、周産期
医療に係る保健医
療活動の総合調整を適切かつ円滑
に⾏うため、災害時⼩児周産期リ
エゾンを養成・配置
する必要があります。
災害時⼩児周産期リエゾンを養
成・配置する必要があります
災害時⼩児周産期リエゾンによる
搬送受⼊れや診療に係る医療従事
者の⽀援等を⾏う 体制の構築
災害時⼩児周産期リエゾンの養成
を進めるとともに、平時から訓練
等を通じて災害医
  療対策本部の災害医療コーディ
ネーター等との連携を図ります。

中間⾒直し後
隣県の受け
⼊れや⽀援
にも⾔及



都道府県番号 都道府県

災害に
⼩児に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

⼩児
（⼩児
救急を
含む）
に災害
対策に
ついて
の記載

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

周産期
に災害
対策に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例 備考

6 ⼭形県 あり あり

R2年現
在13⼈
のリエ
ゾンを
2023年
には21
⼈する

県は、災害医療コーディネート体
制の整備推進を図るため、県・⼆
次保健医療圏ごと 等に、医師に加
え、看護師、薬剤師、⻭科医師、
災害時⼩児周産期リエゾン等さま
ざま な専⾨分野のコーディネー
ターを養成し、体制整備に向けた
検討を進めるとともに、市 町村の
災害医療コーディネート体制のあ
り⽅について、市町村と情報交換
を⾏っていき ます。また、災害医
療コーディネーターの⽀援体制を
強化するため、研修会等を通じ資 
質向上に努めます。

あり あり

R2年現
在13⼈
のリエ
ゾンを
2023年
には21
⼈する

熊本地震では、県災害対策本部
に おいて県内や近隣県の周産期医
療関係機関等との連携の調整を担
う⼈材が活動し、スム ーズな
患者搬送等に有効であったと評
価されており、災害時において⼩
児・周産期医療 に関する情報収集
や関係機関との調整等を⾏う⼈材
の確保が求められています。 
県災害対策本部等に⼩児医療に特
化し調整を担う⼈材を配置しま
す。
県は、⼩児・周産期医療に特化し
た災害対策の調整役として、「災
害時⼩児周産期リ エゾン」を養成
し、認定するとともに、県災害対
策本部等に配置し、災害医療統括
コー ディネーターのサポート等を
⾏います。
県及び関係機関は、認定した災害
時⼩児周産期リエゾンを平時から

あり あり

R2年現
在13⼈
のリエ
ゾンを
2023年
には21
⼈する

熊本地震では、県災害対策 本部に
おいて県内や近隣県の周産期医療
関係機関等との連携の調整を担う
⼈材が活動し、 スムーズな患者搬
送等に有効であったと評価されて
おり、⼩児・災害時医療に関する
情 報提供や関係機関との調整等を
担う⼈材の確保が求められていま
す。
⽇本産婦⼈科学会では、県内外の
⼤規模災害発⽣時における全国規
模の周産期医療機 関の被害状況等
を共有する「⼤規模災害対策情報
システム」を平成 29 年5⽉から運
⽤し ています。
県災害対策本部等に周産期医療に
特化し調整を担う⼈材を配置しま
す。
周産期⺟⼦医療センターを有する
医療機関における診療機能の早期
回復及び⽀援体制を確⽴します。

中間⾒直し後

周産期⺟⼦
医療セン
ターの早期
機能回復に
⾔及
隣県の被災
⽀援にも⾔
及

7 福島県 あり なし なし

東⽇本⼤震災後、情報伝達網の遮
断や、 ⼩児・周産期医療に精通し
た災害 医療従事者の不⾜等を原因
として、現状の災害医療体制では
⼩児・周産期医 療に関して準備不
⾜であることが指摘されました。 
また、災害時にも既存の ⼩児・周
産期医療のネットワークを活⽤す
る必要性が指摘されました。
そのため、災害医療コーディネー
ターのサポートとして、⼩児・周
産期医 療に特化した調整役である
「災害時⼩児周産期リエゾン」を
養成するため、 国は「災害時⼩児
周産期リエゾン研修事業」を開始
し、これまでに2名が認 定されて
います。今後、認定者を増やすと
ともに、平時からの訓練や災害時 
の活動を通じて、地域のネット
ワークを災害時に有効に活⽤する
仕組みを構 築することが求められ

あり なし なし

災害発⽣時、⼩児・周産期医療の
患者搬送や物資等の⽀援を円滑に
⾏うた め、県災害対策本部等にお
いてこれらの調整を⾏う災害時⼩
児周産期リエゾ ンの養成を進めま
す。
また、災害時には、各関係機関や
団体等と情報を共有し、連携して
対応す ることが重要であることか
ら、平時からのネットワーク形成
を進めます。

あり なし なし

災害時への対応については、第2節
「⼩児医療」に記載しています
が、災 害発⽣時、⼩児・周産期医
療の患者搬送や物資等の⽀援の調
整を⾏う災害時 ⼩児周産期リエゾ
ンの養成を進めるとともに、各関
係機関や団体等と情報を 共有し、
連携して対応できるよう、平時か
らネットワーク形成を進めます。

⾒直し前のもの
（⼤きな変更な
し）

8 茨城県 あり あり

20名の
任命者
を20名
に（現
状維
持）

⼩児・周産期医療に特化した調整役と
して，災害医療コーディネーターをサ
ポートする「災害時⼩児・周産期リエ
ゾン(注2)」を委嘱し，養成を推 進し
ます。

あり

これまでの震災の研究や検討か
ら，現状の災害医療体制では⼩
児・周産期医療に関して準備 不⾜
であることが指摘されています。
⼩児に対応する医療機関は，平時
から訓練等に協⼒するとともに，
災害時には⼩児・周産期 リエゾン
と連携し，⼦どもの安全確保に努
める必要があります。

あり なし なし

（総合周産期⺟⼦医療センター
は）災害時においても，災害時⼩
児・周産期リエゾンと連携しなが
ら⾼度な周産期医療を提供できる
体制を構築すること。
被災時においても，診療機能等を
早期に回復できるよう，業務継続
計画(BCP)の策定を推進します。
被災時に，災害時⼩児・周産期リ
エゾンと連携しながら，⺟体・胎
児・新⽣児の安全確保に努めま
す。
 全ての総合周産期⺟⼦医療セン
ターにおいて，災害拠点病院と同
等な施設を備えるよう推進しま
す。

⾒直し後

総合周産期
⺟⼦医療セ
ンターを災
害拠点病院
と同等の施
設にするこ
とを推進

9 栃⽊県 あり なし なし

⼩児・周産期医療に特化した調整
役として期待される「災害時⼩児
周産期リエゾン」を養成していま
す。
災害時の医療チーム等の受け⼊れ
も想定した災害訓練を実施するこ
とにより、災害医療コーディネー
ター（災害時⼩児周産期リエゾン
を含む。）を中⼼とした災害時の
コーディねーと体制を確認する

あり あり

リエゾ
ンを
2017年
10⽉現
在2⼈を
2023年
度には
17⼈に

⼩児・周産期に特化した調整役と
して「災害時⼩児周産期リエゾ
ン」の養成が始まっている
災害時に⼩児患者に適切な医療や
物資を提供できるよう、災害時⼩
児周産期リエゾンを認定し、平時
から訓練を実施
近隣都道府県の被災時において
も、災害時⼩児周産期リエゾン等
を介して被災件からの搬送受け⼊
れや診療に係る医療従事者の⽀援
等を⾏う体制を構築
災害発⽣時に⼩児周産期医療に関
わる情報収集や関係機関との調整
等を⾏う災害時⼩児周産期リエゾ
ンの養成を推進
（中間⾒直し後の記載）
災害時⼩児周産期リエゾン認定
者数については、災害時⼩児周産
期リエゾン研修への 医師の派遣
を⾏い、2020 年3⽉現在で 14 名

あり あり

リエゾ
ンを
2017年
10⽉現
在2⼈を
2023年
度には
17⼈に

災害時の⼩児・周産期医療体制に
ついて、さまざまな課題が指摘さ
れています。妊産婦・新⽣児の搬
送や必要な物資の供給など、災害
時を伊m据えた体制の整備が必要
妊産婦・新⽣児の搬送や必要な物
資の供給など、災害時に適切かつ
円滑な対応が可能な体制
災害時に早期に診療機能を回復で
きるよう、業務継続計画の整備を
⾏うように努めるとともに、整備
された「業務継続計画に基づき被
災した状況を想定した研修及び訓
練を⾏うことが望ましい
災害時⼩児周産期リエゾン等を介
して物資や⼈員の⽀援を積極的に
担うこと
災害発⽣時に周産期医療に関わる
情報収集や関係機関との調整等を
⾏う災害時⼩児周産期リエゾンの
養成を推進するとともに、周産期

中間⾒直し

周産期につ
いてはBCP
に⾔及
被災時に周
産期医療連
携センター
を中⼼に連
携体制を構
築すると記
載

10 群⾺県 あり なし なし

特定の専⾨分野(透析、⻭科、薬剤、
看護、柔道整復、⼩児・周産期)に係
る調整 ＝ サブコーディネーターと
して記載

あり

中核病院⼩児科等に従事する医師
を、災害時に⼩児医療に関する情
報集約や⼩児 の搬送調整等を⾏う
コーディネーター(災害時⼩児周産
期リエゾン)として委嘱し ます。
中核病院⼩児科及び地域⼩児科セ
ンター等における災害時の連携体
制の構築や、 平時からの訓練の実
施等に取り組みます。

あり なし なし

総合周産期⺟⼦医療センター等に
従事する医師を、災害時に周産期
医療に関す る情報集約や⺟体・新
⽣児の搬送調整等を⾏うコーディ
ネーター(災害時⼩児周 産期リエゾ
ン)として委嘱します。
周産期⺟⼦医療センター等におけ
る災害時の連携体制の構築や、平
時からの訓 練の実施等に取り組み
ます。

⼩児・周産
期での災害
時の連携体
制の構築に
ついて⾔及
している



都道府県番号 都道府県

災害に
⼩児に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

⼩児
（⼩児
救急を
含む）
に災害
対策に
ついて
の記載

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

周産期
に災害
対策に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例 備考

11 埼⽟県 あり なし なし

妊産婦、新⽣児及び⼩児や⼈⼯透
析患者への対応についても、コー
ディネ ート機能を担う体制の整備
が必要
災害医療コーディネーターや災害
時⼩児周産期リエゾンなど、災害
時医療のコー ディネート機能を担
う体制の整備

なし あり あり

令和2年
度15⼈
のリエ
ゾンを
令和5年
度には
27⼈に
する

⼩児・周産期医療に精通した災害
医療従事者が不⾜していること
などか ら、現状の災害医療体制
では⼩児・周産期医療に関して
準備不⾜であることが指摘 さ
れています。このため、災害時に
おける⼩児・周産期医療体制の整
備が必要 
災害時には近隣都県との連携も必
要
災害時における周産期医療ネット
ワークを構築します。

中間⾒直し後

12 千葉県 なし あり なし なし

災害時⼩児周産期リエゾン*等を災
害医療本部に配置する等、災害時
の医療体制 について強化を図りま
す。

あり なし なし

災害時⼩児周産期リエゾン*等を災
害医療本部に配置する等、災害時
の医療体制 について強化を図りま
す。

13 東京都 あり なし なし

災害時⼩児周産期リエゾン養成
研修(厚⽣労働省実施)へ医師等を
派遣し、災害時 に災害医療コーテ
゙ィネーターをサポートし、⼩
児・周産期医療に特化した調整役
を担 う「災害時⼩児周産期リエソ
゙ン」を養成します。また、災害
時⼩児周産期リエゾンと 災害医
療コーディネーターが連携し
た総合防災訓練などを実施しま
す。

あり

⾸都直下型地震などの⼤規模災害
に備え、平常時だけでなく災害時
においても⼩児 患者に適切に対応
できるよう、災害時を⾒据えた⼩
児救急医療体制の整備が必要で
す。
⼩児周産期災害リエゾン研修(厚⽣
労働省実施)へ医師等を派遣して、
災害時に災害医療コーディネー
ターをサポートし、⼩児・周産期
医療に特化した調整役を担う「災 
害時⼩児周産期リエゾン」を養成
します。また、災害時⼩児周産期
リエゾンと災害医療コーディネー
ターが連携した総合防災 訓練など
を実施します。

あり なし なし

⾸都直下地震などの⼤規模災害に
備えて、災害時においても機能す
る周産期医療体 制を平時から構築
する必要があります
災害時⼩児周産期リエゾン養成研
修(厚⽣労働省実施)へ医師等を派
遣し、災害時 に災害医療コーディ
ネーターをサポートし、⼩児・周
産期医療に特化した調整役を担 う
「災害時⼩児周産期リエゾン」を
養成します。また、災害時⼩児周
産期リエゾンと 災害医療コーディ
ネーターが連携した総合防災訓練
などを実施します。

14 神奈川県 あり

県保健医療調整本部に県災害医療
コーディネーターのサポートとし
て⼩児・周産期医療に特化した調
整役である「災害時⼩児周産期リ
エゾン」を配置し、医療救護体制
における⼩ 児・周産期分野の体制
強化を進めていきます。「災害時
⼩児周産期リエゾン」は、厚⽣労
働省 の実施する養成研修を修了し
た者を中⼼に、災害発⽣時に県保
健医療調整本部に参集可能な医 師
を指定します。

なし あり

東⽇本⼤震災において⼩児・周産
期に関する患者の把握や搬送、情
報共有が円滑になされな かったこ
とから、⼩児や周産期に特化した
コーディネート機能を強化する必
要性が指摘されて います。
東⽇本⼤震災で明らかになったよ
うに、災害時における⼩児・周産
期医療に関する準備が不 ⾜してお
り、対策が求められています。
県保健医療調整本部に県災害医療
コーディネーターのサポートとし
て、⼩児・周産期医療に 特化した
調整役である「災害時⼩児周産期
リエゾン」は厚⽣労働省の実施す
る養成研修を修了した 者を中⼼
に、災害発⽣時に県保健医療調整
本部に参集可能な医師を指定しま
す。
⾼度な医療機能を有する総合周産
期⺟⼦医療センターについて、災

総合周産期
のBCP策定
について⾔
及

15 新潟県 あり なし なし

災害医療コーディネート体制の構
築要員(都道府県災害医療コーディ
ネーター、災害時 ⼩児周産期リエ
ゾン*を含む。)の育成に努めるこ
と。

あり なし なし

災害時にも対応可能な⼩児医療体
制
平時のネットワークを整備し、そ
れを活⽤した災害時における⼩児
医療体制の構 築を促進します。
その中で、⼩児・周産期医療に特
化した調整役である「災害時⼩児
周産期リエゾ ン」の活⽤の検討を
進めます。

あり なし なし

平時から形成されている周産期医
療のネットワークを災害時にも有
効に活⽤する必要 性が指摘され
ています。 
地域の周産期医療ネットワークを
災害時に有効に活⽤できる体制
⼩児・周産期医療に特化した調整
役である「災害時⼩児周産期リエ
ゾン」を活⽤した 災害時における
周産期医療体制の構築を検討して
いきます。

16 富⼭県 あり なし なし

災害医療コーディネート体制の構
築要員(都道府県災害医療コーディ
ネーター、災害時 ⼩児周産期リエ
ゾンを含む。)の育成に努める

なし あり なし なし

災害時を⾒据えて業務継続計画を
策定すること。また、⾃都道府県
のみならず近隣都道
 府県の被災時においても、災害時
⼩児周産期リエゾン等を介して物
資や⼈員の⽀援を積極
的に担うこと。
2016(平成28)年度に災害時⼩児周
産期リエゾン研修を受講した医療
従事者は4名です。
災害医療コーディネーターのサ
ポートとして、⼩児・周産期医療
に特化した調整役であ
る「災害時⼩児周産期リエゾン」
を育成します。

総合周産期
はBCPを策
定し、隣県
が被災した
ときにも⽀
援可能な体
制にするこ
とを⾔及。
BCP策定
は、総合周
産期の必須
項⽬として
いる

17 ⽯川県 あり なし なし

災害医療コーディネーターのサ
ポートとして、⼩ 児・周産期に特
化した調整役となる災害時⼩児周
産期リエゾンの養成等にも取り組
ん でいる。
災害医療コーディネート体制の充
実に向けて、災害医療コーディ
ネーターや災害時
    ⼩児周産期リエゾン等の専⾨的
⽴場から調整等を担う⼈材の養
成・確保に努める。

あり なし なし

災害医療⽀援室等に災害医療コー
ディネーターのサポートとして⼩
児・周産期医 療に特化した調整役
である「災害時⼩児周産期リエゾ
ン」を配置し、防災訓練に 参加す
るなど、災害医療体制における⼩
児・周産期医療分野の体制強化を
推進す る。

あり あり

H28年
度は2⼈
である
がそこ
から増
加させ
る

ストラクチャー指標に災害時⼩児
周産期リエゾン認定者数が含まれ
ている
災害医療⽀援室等に災害医療コー
ディネーターのサポートとして⼩
児・周産期医 療に特化した調整役
である「災害時⼩児周産期リエゾ
ン」を配置し、防災訓練に 参加す
るなど、災害医療体制における⼩
児・周産期医療分野の体制強化を
推進す る。

周産期には
ストラク
チャー指標
としてリエ
ゾンが含ま
れている
が、⼩児に
は含まれて
いない
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18 福井県 あり

R３年10
名を年
間２名
ずつ任
命する

災害時の⼩児医療体制について、
医療⽀援が必要となる発達障害や
医療的ケア児といった⼩児の要⽀
援者について、適切に対応できる
よう、⼩児・周産期医療に特化し
た調整役である災害時⼩児周産期
リエゾンを養成します。

あり

R３年10
名を年
間２名
ずつ任
命する

災害時の周産期医療体制を充実さ
せるため、⼩児・周産期医療 に特
化した調整役である「災害時⼩児
周産期リエゾン」の養成を開始し
ました。
災害時の周産期医療体制につい
て、医療⽀援が必要となる妊産
婦・新⽣児・⼩児等について、適
切に対応できるよう、⼩児・周産
期医療に特化した調整役である災
害時⼩児周産期リエゾンを養成し
ます。
 また、災害時⼩児周産期リエゾン
を県の災害時医療体制の⼀部とし
て位置づけるとともに、その具体
的な役割について検討を⾏います

中間⾒直しで数
値修正

医療的ケア
児の災害対
応について
⾔及
ストラク
チャー項⽬
でリエゾン
の⼈数を⼊
れている

19 ⼭梨県 あり なし なし

災害発⽣時における要配慮者(※
10)及びハイリスク者対応につい
て、平時から
保健所、市町村、医療・福祉施設
等関係機関が連携した情報収集・
共有に取り組 むなど⽀援するため
体制を整備しておく必要がありま
す。
要配慮者として周産期医療を受け
ている患者として記載されている

なし あり あり

R28年で
２⼈を
12⼈に
増加

東⽇本⼤震災において⼩児・周産
期に関する患者把握や搬送、物資
⽀援等の情報共有が円滑になされ
なかったことから、災害時におい
て、⼩児や周産期に特化したコー
ディネート機能を強化する必要が
あります。
このため、平時から保健所、市町
村、分娩取扱医療機関が連携し、
情報収集・共有に取り組むなど、
災害発⽣時における⼩児・周産期
に関する患者を⽀援するため体制
を整備しておく必要があります。
災害発⽣時における⼩児・周産期
に関する患者⼗分な⽀援をするた
め、平時から
県・市町村及び分娩取扱医療機関
等が情報交換や連携体制を協議で
きる場を設置する などし、災害発
⽣時における医療救護活動指揮調
整や役割分担を⽰す、「⼭梨県⼤ 

⼭梨県⼤ 規
模災害時医
療救護マ
ニュアルと
の連携強化
に⾔及して
いる。
PEACEにつ
いても⾔及

20 ⻑野県 あり

災害時においては、特に医療のサ
ポートが必要となる妊産婦・新⽣
児等に対する災害医療体 制の構築
が必要です。本県では平成28年度
(2016年度)から2⼈の医師が災害時
⼩児周産期 リエゾンとして活動し
ています。今後、⼩児・周産期医
療に特化した災害時の調整役であ
る災 害時⼩児周産期リエゾンの養
成を進めていく予定です。

あり なし なし

災害時を⾒据えて、医療的ケア児
(⾼度医療依存児)等に対する医
療・福祉関係者等が連携し 災害医
療体制の構築を図ります。
災害時において、特に医療のサ
ポートが必要となる、医療的ケア
児(⾼度医療依存児)等に対す る災
害医療体制の構築を図り、災害時
⼩児周産期リエゾンの養成を推進
します。
災害時における医療的ケア児(⾼度
医療依存児)等への⽀援体制につい
ては、医療・保健・福祉・ 教育機
関の連携により検討を進めます。

あり あり
2016年
2⼈から
6⼈へ

災害時において、特に医療のサポー
トが必要となる妊産婦・新⽣児等に
対する災害医療体制の 構築が必要
です。

災害時においては、特に医療のサポー
トが必要となる妊産婦・新⽣児等に対
する災害医療体制 の構築を図りま
す。
災害時において、特に医療のサポート
が必要となる妊産婦・新⽣児等に対す
る災害医療体制の 構築を図り、災害
時⼩児周産期リエゾンの養成を推進し
ます。

医療的ケア
時について
⾔及

21 岐⾩県 あり なし なし

⼩児・周産期医療に特化した調整
役となり災害医療コーディネー 
ターのサポートを⾏う「災害時⼩
児周産期リエゾン」を養成する⽅
針としていま す。
本県においては、災害時⼩児周産
期リエゾンを活⽤したコーディ
ネート体制の 構築が進んでいない
ため、今後、災害時⼩児周産期リ
エゾンの養成と活⽤の仕組 みづく
りが必要
災害時⼩児周産期リエゾンについ
ては、活⽤体制の構築が進んでい
ないこ とから、平時からのネット
ワークを災害時にも有効に活⽤で
きる仕組みを構築するとともに、
認定を進める

なし あり あり

H28年
度に2⼈
をH35
年度に
16⼈以
上

⼆次・三次周産期医療機関(13 機
関)における業務継続計画策定状況
(BCP)は、 平成 29 年9⽉ 30 ⽇現
在で策定済みが9機関(69.2%)、策
定予定が4機関(30.8%) となってい
ます。
被災地における⼩児・周産期医療
ニーズの情報収集や患者搬送、物
資の供給⽀援等 を円滑に⾏う役割
を持つ「災害時⼩児周産期リエゾ
ン」について、厚⽣労働省が開催 
する養成研修の修了者は県内で2名
となっています
災害時に災害対策本部等におい
て、⼩児・周産期医療に特化した
コーディネータ ーとして、災害医
療コーディネーターをサポートす
る機能が重要となります。その た
め「災害時⼩児周産期リエゾン」
を配置し、災害時の⼩児・周産期
医療体制の充 実を図る必要があり

ストラク
チャー指標
にリエゾン
の数

22 静岡県 あり あり

16名の
リエゾ
ンが現
状で任
命され
ている 
ことは
記載

災害時における医療の確保を図る
ため、新たに妊婦や乳幼児にかか
る医療機関との調整を⾏ う災害時
⼩児周産期リエゾンを養成し、⼩
児・周産期医療に特化した調整役
として災害医療 コーディネーター
をサポートする体制を整備しま
す。

あり なし

静岡県
の東
部、中
部、⻄
部に分
けて⼈
数を把
握して
いる、
という
事実の
み記載

本県でも、災害時における⼩児医
療 体制を構築する必要があります
災害時における医療の確保を図る
ため、新たに乳幼児にかかる医療
機関との調整を⾏う災害時 ⼩児周
産期リエゾンを養成し、⼩児医療
に特化した調整役として災害医療
コーディネーターを サポートする
体制を整備します。また、研修・
訓練の実施により、医療資源需給
調整を⾏う災 害医療コーディネー
ター、医薬品等や薬剤師の確保・
調整を⾏う災害薬事コーディネー
ター等 の関係機関との連携体制の
強化を推進します。

あり なし なし

総合周産期⺟⼦医療センター及び
地域周産期⺟⼦医療センターは、
「周産期医療の体制構築に 係る指
針」において求められている災害
時に被害を受けた場合においても
早期に復旧するため の業務継続計
画(BCP)を策定し、通常時の6割程
度の発電容量がある⾃家発電機
等、3⽇分程 度の備蓄燃料、病院
機能を少なくとも3⽇間維持可能な
⽔を確保しています。
○災害時に⼩児・周産期医療に係
る保健医療活動の総合調整を適切
かつ円滑に⾏えるよう、災害 対策
本部等において災害医療コーディ
ネーター等をサポートする災害時
⼩児周産期リエゾン を配置し、訓
練を⾏うことが求められていま
す。本県では、2020 年度末時点で 
16 ⼈に委嘱し ていますが、より多
くの配置が必要です

中間⾒直し後

総合・地域
周産期は
BCPを策定
するよう
に、また、
備蓄等も確
保
県の東部、
中部、⻄部
にわけてリ
エゾンを配
置すること
が⽰されて
いる



都道府県番号 都道府県

災害に
⼩児に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

⼩児
（⼩児
救急を
含む）
に災害
対策に
ついて
の記載

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

周産期
に災害
対策に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例 備考

23 愛知県 あり なし なし

災害医療コーディネーターをサ
ポートする ため、周産期医療及び
透析医療に係るリエゾ ンを任命し
ています。⼩児医療に係るリエゾ
ンについても養 成し任命する必要
があります。
被災地からの医療救護⽀援要請に
対応するため、災害医療コーディ
ネーター、災害薬事コーディネー
ター、リエゾン(周産期)等を 参集
し、災害対策本部の下に保健医療
調整本 部を設置します。
災害時に⼩児患者に適切な医療を
提供できるよう、災害医療コー
ディネーターのサポート役とな
る、リエゾン(⼩児)を養成し任命
します

なし あり なし なし

本県の災害時における周産期医療
については、(公社)⽇本産科婦⼈
科学会による⼤規模 災害対策情報
システム「PEACE」を活⽤し て連
携を取ることとしています。

中間⾒直し後

⼩児と周産
期それぞれ
でリエゾン
を任命して
いるが、⼩
児はこれか
らというと
ころ
PEACEにつ
いて⾔及あ
り

24 三重県 あり なし なし

災害時⼩児周産期リエゾンについ
て、養成数が少ないことから、継
続した養成および体制整備が必要
です
県は、災害時⼩児周産期リエゾン
の養成を図ります。

なし

周産期医療においては平時から独
⾃のネットワークが掲載されてお
り、災害時にも既存のネットワー
クを活⽤することが有効であるこ
とから、平成28年度に災害時⼩児
周産期リエゾンを配置しました。
災害時⼩児周産期リエゾンについ
ては、制度創設から間がないた
め、今後、増員する必要
国の研修制度を活⽤し、災害時⼩
児周産期リエゾンを増員していき
ます。

おそらく⾒直し
後

25 滋賀県 あり なし なし

平時からの⽇本産科婦⼈科学会⼤
規模災害対策情報システムの活⽤
などを含め、今 後県内の医療状
況に沿った体制を検討していくと
ともに、災害時の⼩児周産期医療
の 調整役である災害時⼩児周産
期リエゾン*の⼈材育成に取り組
む必要があります 
平時からの⽇本産科婦⼈科学会⼤
規模災害対策情報システムの活⽤
や災害時⼩児周産期 リエゾンの育
成を進め、防災訓練や研修会等に
参加し、DMAT(災害派遣医療チー
ム) 等と連携することができる体制
を構築していきます

あり なし なし

災害時の⽀援体制も重要な課題で
す。どこの地域に、どのような医
療的ケア児が⽣活しているか把握
することで、災害時に円滑に⽀援
を⾏う体制を構築していく必要が
あります。
平時から災害時の備えができるよ
うに、災害時個別⽀援計画の作成
を⽀援します

あり

平時からの⽇本産科婦⼈科学会⼤
規模災害対策情報システムの活⽤
などを含め、今後県内の医療状況
に沿った体制を検討していくとと
もに、災害時の⼩児周産期医療の
調整役である災害時⼩児周産期リ
エゾンの⼈材育成に取り組む必要
があります。
災害時に備えて、災害時⼩児・周
産期医療体制の検討を進めます。
  ○ 平時からの⽇本産科婦⼈科学会
⼤規模災害対策情報システムの活
⽤や災害時⼩児周産期リエゾンの
育成を進め、防災訓練や研修会等
に参加し、DMAT(災害派遣医療
チーム) 等と連携することができる
体制を構築していきます

医療的ケア
児に￥への
⽀援につい
て⾔及
災害時個別
⽀援計画に
ついても⾔
及

26 京都府 あり なし なし

災害医療コーディネート体制を整備

し、亜急性期を含めた災害医療体制を

強化するため、災 害医療コーディ
ネーター、災害時小児周産期リエゾ

ンや保健医療活動チーム等(DMAT、
日本医 師会災害医療チーム(JMAT)、
災害派遣精神医療チーム(DPAT)、災害時
健康危機管理チーム(DHEAT) 、災害
支援ナース等)専門分野との連携体制
を構築

あり あり

2023年
度に16
⼈のリ
エゾン
を養成

災害時の⼩児・周産期医療ニーズ
への対応や、情報共有、連携を図
るための体制の構築が必要で す。
⼤規模災害時への備えとして、災
害時⼩児周産期リエゾン(※)の養
成など、災害時の連携体制構築を
図る

あり なし なし

災害時の⼩児・周産期医療ニーズ
への対応や、情報共有、連携を図
るための体制の構築が必要で す。
⼤規模災害時への備えとして、災
害時⼩児周産期リエゾンの養成な
ど、災害時の連携体制構築を
図る。

27 ⼤阪府 あり なし なし

災害時に、循環器疾患、消化器疾
患、アレルギー疾患、⼩児・周産
期医療、精神疾患等の専⾨診療が
可能であること を要件に特定診
療災害医療センターを４病院で指
定
今後は、中⻑期の災害医療や、⼩
児・周産期や透析等の多分野での
調整に対応できる災害医 療コー
ディネーターの養成が必要
⼤阪府においても、この教訓をも
とに平常時から災害に備えた⼩
児・周産期医療体制 を整える必要
があります

なし あり なし なし

周産期⺟⼦医療センター、周産期
専⽤病床数等、国の指針及び⼤阪
府周産期医療体制整備計 画に基づ
く量的な整備は充⾜しているもの
の、搬送先選定に時間を要する症
例(精神疾患を 合併する妊産婦)、
災害時医療の対応、NICU ⼊院児の
在宅移⾏⽀援等さらなる医療機能
の強 化が求められています

特定診療災
害医療セン
ターを指定
（⼤阪⺟⼦
医療セン
ターもその
⼀つ）

28 兵庫県 あり なし なし

災害時の⼩児・周産期医療体制の
⽀援及び搬送等に必要な知識及び
技能等の 習得を⽬的として、厚⽣
労働省が平成28年度より実施して
いる災害時⼩児周産 期リエゾン養
成研修に医師等を派遣している。
災害時に⼩児・周産期医療に特化
した調整役である「災害時⼩児周
産期リエ ゾン」を配置し、体制を
整える必要がある。
平時から効率的な情報共有を⾏え
る仕組み作りを⾏い、災害時には
平時の連 携ベースとして、必要な
情報収集・提供の⾏える「災害時
⼩児周産期リエゾ ン」等の⼈材育
成を推進する。(県、医療機関、関
係団体)

あり なし なし

災害時においても、⼩児患者に適
切に対応できる体制の構築が必要
である
災害時⼩児周産期リエゾン養成研
修(厚⽣労働省実施)へ医師、助産
師、看 護師等を派遣し、災害時⼩
児周産期リエゾンを養成するとと
もに、災害時⼩児 周産期リエゾン
と災害医療コーディネーターが連
携した総合防災訓練や研修な どを
実施する。(県、関係団体)

あり あり

H28で3
⼈のリ
エゾン
をR1に
12⼈に
増やす
（すで
に達成
した）

災害時に備えて、平時から周産期
医療関係者が情報共有できる場の
設定によ るネットワークづくり
や、被災地域の医療ニーズや⼩児
周産期に関する情報収 集、関係機
関との調整等を担う「災害時⼩児
周産期リエゾン」の養成が必要に 
なっている。
災害時の周産期搬送を⾒据えて、
患者搬送や物資調達等に関する情
報伝達 の⽅法等について情報交換
できる場を設定し、関係者による
顔の⾒える関係 を築く。(県・医療
機関・関係団体)
災害時にDMAT等と連携して⼩児
周産期医療分野の情報収集・発
信、搬 送コーディネートを⾏う
「災害時⼩児周産期リエゾン」を
養成し、全ての総 合周産期⺟⼦医
療センターに配置する。(県・医療
機関・関係団体)

中間⾒直し後

総合周産期
⺟⼦医療セ
ンターすべ
てにBCP策
定を進める
全ての総合
周産期にリ
エゾンを配
置する
リエゾン養
成数は⽬標
を達成
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29 奈良県 あり

搬送が必要な⼩児・妊産婦の情報
を収集し、被災地内の適切な医療
機関への搬送コーディネートや被
災地外への搬送⽅法、受け⼊れ体
制の情報を収集する⼩児周 産期リ
エゾンの設置を検討

なし なし

30 和歌⼭県 あり あり

2017年
度4⼈を
2023年
度に12
⼈（う
ち⼩児
科医6
⼈）に
する

東⽇本⼤震災時の教訓から、
DMAT、医療救護班との情報共有
及び連携体制の 構築、災害時にお
ける⼩児・周産期医療ニーズの把
握、災害時における⼩児・周産 期
医療に特化した⽀援物資の供給体
制の構築が課題と考えられていま
す。
この課題を解決するため、平成28
年度から厚⽣労働省主催で⼩児・
周産期医療 に特化したコーディ
ネーターである「災害時⼩児周産
期リエゾン」の養成研修が⾏ われ
ています。
今後、県内における災害時⼩児周
産期リエゾン認定者数を増加させ
ることにより、 災害時における⼩
児・周産期医療体制を確保してい
くことが重要です 
厚⽣労働省主催の災害時⼩児周産
期リエゾン養成研修の活⽤によ

あり あり

2017年
度4⼈を
2023年
度に12
⼈（う
ち産科
医6⼈）
にする

東⽇本⼤震災時の教訓から、
DMAT、医療救護班との情報共有
及び連携体制 の構築、災害時にお
ける⼩児・周産期医療ニーズの把
握、災害時における⼩児・ 周産期
医療に特化した⽀援物資の供給体
制の構築が課題です。
この課題を解決するため、平成28 
年度から厚⽣労働省主催で⼩児・
周産期医 療に特化したコーディ
ネーターである「災害時⼩児周産
期リエゾン」の養成研修 が⾏われ
ています。
県内における災害時⼩児周産期リ
エゾン認定者数を増加させること
により、災 害時における⼩児・周
産期医療体制を確保していくこと
が重要です。
分娩施設の被災状況を把握するた
め、分娩を取り扱っている診療所
及び助産所

助産所を
EMISに登録
している

31 ⿃取県 あり なし なし 災害時における小児・周産期医療に対す

る支援体制の検討が必要。
あり なし なし

⼤規模災害時においても、平常時
と変わらず、ま たは平常時以上
に、⼩児・周産期の医療ニーズが 
⾼まるものと推測される。
⼩児・周産期医療に精通した災害
医療従事者が不 ⾜している。

あり あり

災害医
療コー
ディ
ネー
ター
（⼩児
周産期
担当）
を０か
らR5に8
⼈とす
る

⼤規模災害時においては、平常時
以上に、⼩児・ 周産期の医療ニー
ズが⾼まるものと推測される。
⼩児・周産期医療に精通した災害
医療従事者が不 ⾜している。
災害時の交通⼿段や医療従事者の
確保、患者受⼊体制に関する情報
の把握のための体制の整備 ・災害
時⼩児周産期リエゾンを養成し、
災害医療コーディネーター(⼩児周
産期担当)として、⼩児科と産科の
医師を各保健医療圏及び全県で1 
名ずつ継続配置する。
災害医療コーディネーター(⼩児科
と産科の医師)を各医療圏及び全県
で 1名ずつ継続配置する。

中間⾒直し後

各保健医療
圏と全件に
１名ずつ災
害時⼩児周
産期リエゾ
ンを配置
⼩児科医、
産科医を災
害医療コー
ディネー
ターとして
１名ずつ医
療圏および
全件で１名
ずつ継続配
置

32 島根県 あり なし なし

災害が発⽣した場合において、必要
とされる医療を迅速かつ的確に提供て
゙きる体制の構築 を図るため、平成 
31(2019)年3⽉に災害医療コーディ
ネーターを設置するとともに、⼩児 
や周産期に特化したコーディネート
機能を担う災害時⼩児周産期リエゾン
14を設置してい ます。 
災害時⼩児周産期リエゾンを含む災害
医療コーディネート体制の構築要員の
育成に努めま す。
7 災害時に⼩児・周産期患者の搬送な
どを円滑に⾏うためには、⼩児・周産
期に関する平時 のネットワークを活
⽤することが必要であるため、災害時
⼩児周産期リエゾンの役割な ど、災
害時を想定したマニュアルを作成しま
す。

なし なし

33 岡⼭県 あり なし なし

災害時に医療の⽀援が必要となる妊産
婦・新⽣児等について、適切に対応で
きるよう、⼩児周産期医療に特化した
調整役である災害時⼩児周産期リエゾ
ンの養成訓練を通じて、実働可能な体
制を整えます。また、⽇本産科婦⼈科
学会が構築した⼤希望災害対策情報シ
ステムの分娩取り扱い施設の情報を有
効に活⽤できる体制の整備を進めま
す。

あり

令和元年から岡⼭県災害時⼩児周
産期リエゾンを設置しています。
災害時、⼩児周産期医療に係る保
健医療活動の総合調整を適切かつ
円滑に⾏う体制が必要です。

あり なし なし

令和元年から岡⼭県災害時⼩児周
産期リエゾンを設置しています。
災害時、⼩児周産期医療に係る保
健医療活動の総合調整を適切かつ
円滑に⾏う体制が必要です。

34 広島県 あり なし なし

現状の災害医療体制では，⼩児・
周産期における特有のニーズに対
応する体制が⼗分取られてい ると
は⾔えない状況が指摘されていま
す。
災害時において，適切な⼩児・周
産期医療や物資を提供するための
コーディネーター(災害時 ⼩児・周
産期リエゾン)を配置するととも
に，平時からDMATの活動と連携
した訓練を実施す る等，被災時を
⾒据えた体制の整備に取り組みま
す。

あり なし なし

災害時における医療体制に基づ
き，全体の医療体制の中で対応を
⾏っています
これまでの災害時における問題点
として，現状の災害医療体制で
は，⼩児・周産期における特有 の
ニーズに対応する体制が⼗分取ら
れているとは⾔えない状況が指摘
されています。
災害時において，適切な⼩児医療
や物資を提供するためのコーディ
ネーター(「災害時⼩児周産期 リエ
ゾン」)を配置するとともに，平時
から，DMATの活動と連携した訓
練の実施や，災害対策情 報のシス
テムを活⽤するなど，被災時(近隣
府県を含む。)を⾒据えた体制の整
備に取り組みます。

災害時における医療体制に基づ
き，全体の医療体制の中で対応を
⾏っています
これまでの災害時における問題点
として，現状の災害医療体制で
は，⼩児・周産期における特有 の
ニーズに対応する体制が⼗分取ら
れているとは⾔えない状況が指摘
されています。
災害時において，適切な周産期医
療や物資を提供するためのコー
ディネーター(「災害時⼩児周産 期
リエゾン」)を配置するとともに，
平時から，DMATの活動と連携し
た訓練の実施や，災害対策 情報の
システムを活⽤するなど，被災時
(近隣府県を含む。)を⾒据えた体
制の整備に取り組みます。
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35 ⼭⼝県 あり なし なし

⼩児周産期の医療救護活動を円滑
に実施するための調整等を⾏う、
⼩児周産期医療に特化した「災害
時⼩児周産期リエゾン」の養成確
保を⾏う必要があります。

あり なし なし

災害時における連携体制の確保
災害時における⼩児医療の確保が
図られるよう、平時から災害を念
頭に置いた関係者の連携体制の構
築を進めます。
⼩児救急医療拠点病院等におい
て、継続的に医療機能を確保でき
るよう、⼩児医療に係る業務継続
計画の策定を促進します。
 災害時⼩児周産期リエゾンの養成
確保に取り組みます。

あり なし なし

ハイリスク妊産婦・新⽣児の搬送
体制の強化、災害時によける連携
体制の確保（医療機関の連携によ
るハイリスク分娩や災害対応でき
る体制の確保）
災害時における周産期医療の確保
が図られるよう、平時から災害を
念頭に置いた関係者の連携体制の
構築を進めます。
周産期⺟⼦医療センターにおい
て、継続的に医療機能を確保でき
るよう、周産期医療に係る業務継
続計画の策定を促進します。
 災害時⼩児周産期リエゾンの養成
確保に取り組みます。

⼩児救急医
療拠点病院
等において
BCPの策定
を促進

36 徳島県 あり なし なし

災害時に⼩児周産期医療に係る保
健医療活動の総合調整を適切かつ
円滑に⾏えるよう、災害医療コー
ディネーターとして「災害時⼩児
周産期リエゾン」を配置する」
災害医療コーディネート体制の構
築要因の育成に努める
⼩児周産期医療の関係者や保健所
等と連携し、災害時における妊産
婦や乳幼児の対応について検討を
始める

あり なし なし

災害時⼩児周産期リエゾンを養
成・確保し、平時より訓練を実施
近隣府県の被災時においても、災
害時⼩児周産期リエゾン等を開始
て被災県からの搬送受け⼊れや診
療に係る医療従事者の⽀援等を⾏
う体制を構築
災害時⼩児周産期リエゾン養成研
修へ医師等を派遣し災害時⼩児周
産期リエゾンを養成確保します。

災害時に⼩児周産期医療に係る保
健医療活動の総合調整を適切かつ
円滑に⾏えるよう、徳島県災害対
策本部の「保健医療福祉調整班」
に、災害医療コーディネーターと
して「災害時⼩児周産期リエゾ
ン」を配置する
災害時を⾒据えて業務継続計画を
策定するとともに、災害時⼩児周
産期リエゾン等を介して災害時の
⽀援を積極的に担うこと
周産期⺟⼦医療センターに求めら
れている医療機能に踏まえ、災害
時においても⾼度な周産期医療を
提供できる体制を構築するため
に、⾮常⽤⾃家発電設備や給⽔設
備の保有等に係る整備について、
総合周産期⺟⼦医療センターの指
定要件として、災害拠点病院と同
等の要件を求めます。また地域州
先⺟⼦医療センターについても、

中間⾒直し後

隣県が被災
したことも
想定
総合周産期
には災害拠
点病院波の
設備を求め
る。
⼩児周産期
医療の関係
者と保健所
等との連携
について記
載

37 ⾹川県 あり なし なし

災害時の⼩児・周産期⽀援体制を
強化するため、⼩児周産期リエゾ
ンを 養成し、9 名(令和 2 年 9 ⽉ 1 
⽇現在)の医師を選任しています。

なし あり なし なし

近年の⼤規模災害等の経験から、
災害発⽣時における周産期の医療
⽀援等は⼀般の災害医療とは異な
る対応が求められことから、平成 
28 年度から国が開始した周産期の 
医療⽀援を調整する「災害時⼩児
周産期リエゾン」養成研修に、周
産期⺟⼦医療セン ターの医師等を
派遣し、研修修了者を「災害時⼩
児周産期リエゾン」に任命しま
す。
また、災害時⼩児周産期リエゾン
による⽀援調整等が円滑に⾏われ
るよう、災害医 療コーディネー
ターやDMAT(災害派遣医療チー
ム)と連携した救護体制を整備し ま
す。

38 愛媛県 あり なし なし

県主催の研修や訓練を通じて、災
害派遣精神医療チーム(DPAT)、透
析医会、 ⼩児・周産期災害リエゾ
ン研修の受講者等と連携を図り、
災害医療体制の充実・強 化を進め
ます
災害急性期を脱した後も避難所等
の被災者に対する感染症のまん延
防⽌、衛⽣⾯の ケア、メンタルヘ
ルスケア等で継続的な⽀援体制を
構築するとともに、⾼齢者、障 が
い者、妊産婦、乳幼児、病弱者等
災害時要配慮者へのサポート体制
の構築に取り 組みます。

なし あり なし なし

災害 時の⼩児・周産期医療の連携
体制の課題から、医療・保健・⾏
政が連動できるような 災害対策
ネットワークの構築が必要です
災害時における適切な周産期医療
機能の確保のため、災害時の情報
システム等を活⽤した連携体制の
検討や災害時⼩児周産期リエゾン
の養成等を含め、関係機関との連
携体制 の構築に努めます

39 ⾼知県 あり なし なし

県保健医療本部及び保健医療⽀部
には、災害医療コーディネーター
が配置され、 災害薬事コーディ
ネーター、災害透析コーディネー
ター、災害⻭科コーディネー
ター、 災害看護コーディネー
ター、災害時周産期リエゾンなど
とともに医療救護活動について 調
整を⾏います
⼩児慢性特定疾患 690名(r３年３⽉
末)

なし あり なし なし

災害対策としては、総合周産期⺟
⼦医 療センターにおける業務継続
計画の策定に向け、取組を始めて
います
平成 29 年度からは⾼ 知県周産期
医療協議会の部会として、意⾒交
換及び体制整備を⾏う「周産期医
療災害ワ ーキング」を設置し、検
討を開始
災害時の周産期医療の対応充実の
ため、 周産期に特化したコーディ
ネーター(災害時周産期リエゾン)
の養成を⾏っており、本 県では産
婦⼈科医師2名、新⽣児担当医師2
名が研修を修了
「周産期医療災害ワーキング」で
関 係者間の情報共有⽅法や災害時
周産期リエゾンの役割及び位置づ
け等を検討し、周産期 医療分野に
特化した災害時の体制整備を進め
る必要があります

⼩児慢性の
⼦どもにつ
いての記載
がある
周産期医療
災害ワーキ
ングで関係
者間の連携
を図ってい
る
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40 福岡県 あり なし なし
国による災害時小児周産期リエゾン

研修を受講した医師 を中心とした調
整体制の構築を進めています。

あり なし なし

重篤な⼩児患者への医療をはじ
め、災害時においても必要な⼩児
医療が円滑に 提供できるよう、国
において災害時における⼩児医療
や周産期医療の調整役(災 害時⼩児
周産期リエゾン)を養成する取り組
みが始まっています。⼩児医療を
担 当する当該リエゾンを中⼼とし
た、災害時における⼩児医療施設
の連携が求めら れています。
災害時⼩児周産期リ エゾン活動の
強化に取り組みます。
⼩児救急医療機関による災害時の
ネットワークを平時から構築する
とともに、 在宅療養児の災害時の
医療ニーズ把握等の⽅策を検討
し、災害時⼩児周産期リエ ゾン(⼩
児担当)を中⼼とした、災害時の⼩
児医療体制の構築に取り組みます

あり なし なし

災害時においても、妊産婦や新⽣
児に対して必要な周産期医療が円
滑に提供で きるよう、国において
災害時における⼩児医療や周産期
医療の調整役(災害時⼩ 児周産期リ
エゾン)を養成する取り組みが始
まっています。周産期医療(産科及 
び新⽣児)を担当する当該リエゾン
を中⼼とした、災害時における周
産期医療施 設の連携が求められて
います
救急医療や⼩児医療など関連領域
との連携も踏まえつつ、周産期医
療関係者へ の研修・訓練などを通
じて、災害時⼩児周産期リエゾン
(周産期医療担当)を中⼼ とした、
災害時における周産期医療ネット
ワークの構築に取り組みます
災害時⼩児周産期 リエゾン活動の
強化に取り組みます

⾒直し後

41 佐賀県 なし あり あり

０から
2023年
には24
⼈へ

災害時⼩児周産期リエゾン研修を
受講させ、増やす

あり あり

０から
2023年
には24
⼈へ

災害時⼩児周産期リエゾン研修を
受講させ、増やす

⾒直し後

42 ⻑崎県 あり なし なし

新⽣児集中治療室(NICU)等での管
理を必要とする⼩児、新⽣児、妊
産婦については、ハイリス ク出産
等への対応のために構成されてい
る⼩児・周産期医療独⾃のネット
ワークを活⽤すること
県は、県コーディネーターのサ
ポートとして、⼩児・周産期医療
に特化した調整役である「災害時
⼩ 児周産期リエゾン」を養成し、
訓練等により、災害医療における
連携体制の強化を図ります。

あり なし なし

災害医療体制下において⼩児・周
産期医療が効果的に機能するため
に は、医療ニーズ等の情報収集及
び医療チーム(DMAT 等)との連絡
調整等を⾏う災害医療コーディ 
ネーターのサポートとして、「災
害時⼩児周産期リエゾン」の養成
を進めていく必要があります

災害医療体制下において周産期医
療体制が効果的に機能するため、
医療ニーズ等の情報収集及び医療 
チーム(DMAT等)との連絡調整等
を⾏う災害医療コーディネーター
のサポートとして、「災害時⼩ 児
周産期リエゾン」の養成を進めま
す。

43 熊本県 なし あり あり

H29年
度3⼈の
リエゾ
ンを
H35年
度12⼈
に増や
す

平成28年熊本地震の際には、熊本
⼤学医学部附属病院をはじめとす
る県内⼩児・周産 期医療機関や、
⽇本⼩児科学会・⽇本産科婦⼈科
学会・⽇本新⽣児成育医学会によ
り派 遣された医師及び県外から派
遣された災害時⼩児周産期リエゾ
ン等の協⼒を得て、患者 搬送、医
師派遣、物資調達の調整や避難所
における保健活動に対応しまし
た。次の災害 に備え、県内で「災
害時⼩児周産期リエゾン」を養成
するなど、災害時の⼩児・周産期 
医療提供体制の強化が求められて
います
災害時における⼩児・周産期医療
提供体制を強化するため、⼩児・
周産期関係学会等 との連携を推進
するとともに、災害対策本部等に
災害医療コーディネーターのサ
ポート 役として⼩児・周産期医療

あり あり

H29年
度3⼈の
リエゾ
ンを
H35年
度12⼈
に増や
す

熊本地震の際には、熊本⼤学医学
部附属病院をはじめとする県内⼩
児・周産期医療機 関や、⽇本⼩児
科学会・⽇本産科婦⼈科学会・⽇
本新⽣児成育医学会により派遣さ
れた 医師及び県外から派遣された
災害時⼩児周産期リエゾン等の協
⼒を得て、患者搬送、医 師派遣、
物資調達の調整や避難所における
保健活動に対応しました。次の災
害に備え、 県内で「災害時⼩児周
産期リエゾン」を養成するなど、
災害時の⼩児・周産期医療提供 体
制の強化が求められています
災害時における⼩児・周産期医療
提供体制を強化するため、⼩児・
周産期関係学会等との連携を推進
するとともに、災害対策本部等に
災害医療コーディネーターのサポ
ート役として⼩児・周産期医療の
調整役となる「災害時⼩児周産期

リエゾン2⼈
が最⼤３⽇
間活動でき
る体制

44 ⼤分県 あり あり
令和元
年0⼈を
15⼈へ

東⽇本⼤震災後の研究や検討で、
被災地や周辺地域における情報伝
達網の 遮断や、⼩児・周産期医療
に精通した災害医療従事者の不⾜
等を原因として、 現状の災害医療
体制では⼩児・周産期医療に関し
て準備不⾜であることが指 摘され
ました。
また、⼩児・周産期医療について
は平時から独⾃のネットワークが
形成さ れていることが多く、災害
時にも既存のネットワークを活⽤
する必要性が指 摘されました。そ
のため、災害医療コーディネー
ターのサポートとして、⼩ 児・周
産期医療に特化した調整役である
「災害時⼩児周産期リエゾン」を
養 成することとされました
今後、災害対策本部等に災害医療
コーディネーターのサポートとし
ての 「災害時⼩児周産期リエゾ

あり あり
令和元
年0⼈を
15⼈へ

災害時に適切な⼩児医療を提供で
きる体制の整備が必要となってい
ます。
  また、平時や災害時における⼩児
医療を提供できるネットワーク体
制を整 備する必要があります。
このため、国では都道府県災害対
策本部において災害医療コーディ
ネータ ーをサポートし、⼩児・周
産期医療に関する調整役となる
「災害時⼩児周産期 リエゾン」の
研修を開始しています。
⼩児・周産期医療に特化した調整
役である「災害時⼩児周産期リエ
ゾン」の養成やあり⽅等につい
て、⼤分県周産期医療協議会(専⾨
部会)等で協議を⾏います。
「災害時⼩児周産期リエゾン」の
任命を⾏い、平時からの訓練や災
害時の活動を通じて、地域のネッ
トワークを災害時に有効に活⽤す

あり あり
令和元
年0⼈を
15⼈へ

⼩児・周産期医療に特化した調整
役である「災害時⼩児周産期リエ
ゾン」の養成やあり⽅等につい
て、⼤分県周産期医療協議会(専⾨
部会)で協議を⾏います。
「災害時⼩児周産期リエゾン」の
任命を⾏い、平時からの訓練や災
害時の活動を通じて、地域のネッ
トワークを災害時に有効に活⽤す
る仕組みを構築します。



都道府県番号 都道府県

災害に
⼩児に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

⼩児
（⼩児
救急を
含む）
に災害
対策に
ついて
の記載

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例

周産期
に災害
対策に
ついて
の記載
がある

か

数値⽬
標はあ
るか

具体的
な数値
⽬標達
成tのた
めの記
載はあ
るか

ある場合の記載例 備考

45 宮崎県 あり なし なし

⼩児・周産期医療に精通した災害
医療コーディネーターのサホ
゚ートとして、災害時⼩児周産期
リエゾンの養成を図ります。

なし あり なし なし

災害時の⼩児周産期医療に関する
把握、搬送、情報共有を円滑に⾏
うため、⼩児周産期医療に特化し
た災害時医療コーディネーターの
サポートをする「災害時 ⼩児周産
期リエゾン」が必要であるとされ
ており、本県では2016年度から国
の研 修事業を活⽤し、災害時⼩児
周産期リエゾンを養成していま
す。
 総合及び地域周産期⺟⼦医療セン
ターにおいて、2017年9⽉現在、
事業継続計 画(BCP)が7か所中3か
所で策定されています。
「災害時⼩児周産期リエゾン」に
ついては、今後も継続して養成し
ます。
 総合及び地域周産期⺟⼦医療セン
ターについては、事業継続計画
(BCP)の策定や訓練の実施など災
害に備えた体制の確保に努めま

46 ⿅児島県 あり なし なし

災害時における⼩児周産期医療に
特化した保健医療活動の調整役で
ある災害時⼩児周産期リエゾンの
養成・確保を進めると共に、平時
から訓練等を通じて災害医療コー
ディネーター等との連携を図りま
す。

なし

次において、特に医療のサポート
が必要となる妊産婦・新⽣児等に
対する災害医療体制の構築に向
け、災害時⼩児周産期リエゾンを
15名任命しているところ
引き続き、⼩児周産期医療に特化
した災害時の調整役であるリエゾ
ンの養成・確保を進める
リエゾンの活動範囲や活動内容を
検討し、その機能を⼗分に発揮で
きる仕組みを構築する必要があり
ます。

47 沖縄県 あり なし なし

薬剤、⼩児、周産期、精神等の専
⾨分野に関するコ ーディネーター
の検討を⾏います。
災害が発⽣し、県内の⽔及び電気
等のインフラが停⽌し、県内では
治療を継続で きなくなった場合に
備えて、⼈⼯透析、在宅酸素、⼈
⼯呼吸器、周産期患者の県外
搬送計画を検討し、患者に対して
周知を図ります。

あり あり

災害時
に医療
的ケア
児の対
応が決
まって
いる市
町村数
を3から
増や
す。そ
のため
に市町
村が医
療的ケ
ア児の
数を把
握して
対応

災害時に医療的ケア児への対応が
決まっている市町村数を評価指標
にしている
災害時に⼩児及び⼩児患者に適切
な医療や物資を提供できるよう、
県内の⼩児科医を対象として災害
時に⼩児医療の調整を⾏う⼈材の
養成に取り組みます。

あり あり

前周産
期⺟⼦
医療セ
ンター
の産科
および
新⽣児
科・⼩
児科を
研修へ
派遣
し、受
講者を
リエゾ
ンとし
て認
定。6⼈
を32⼈
に増員
へ。

⼤規模災害を想定した訓練や、医
療備品等の備蓄を⾏っている周産
期医療施設の状 況等を把握し、災
害発⽣時にも、周産期医療が継続
できる体制を構築するために、⼩
児・周 産期リエゾンの育成と、周
産期医療施設の災害対応マニュア
ルの策定が必要です。また、災害 
発⽣時の役割分担について協議の
場を設定し、沖縄県災害医療マ
ニュアルに内容を反映し、 県全体
で連携及び調整できる体制を構築
する必要があります
現在の周産期空床情報システム
(OPeN)の内容をさらに充実させ、
災害時にも対応可能 な医療情報シ
ステムの整備
全周産期⺟⼦医療センターの産
科、新⽣児科、⼩児科医師に対し
て琉球⼤学を中⼼に ⼩児・周産期
リエゾンを養成し、⽇本産科婦⼈

医療的ケア
児の対応に
ついて指標
を作成して
いる
周産期セン
ターごとの
リエゾン配
置を⾒据
え、養成数
を出してい
る



令和四年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

分担研究課題「周産期・小児医療提供体制に関する研究」 

・都道府県の産科・周産期領域の地域連携 BCP策定マニュアル（第 1版） 

研究協力者：鈴木真 服部響子 平川英司 渡邊理史 

１．はじめに 

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（平成 

25 年 12 月法律第 95 号）(1)が制定され，必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に

資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに，大規模自然災害等からの

国民の生命，身体及び財産の保護並びに大規模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす

影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うことが必要とされた．厚生労働科学研究

費補助金健康安全・危機管理対策総合研究事業「東日本大震災の課題からみた今後の災害医

療体制のあり方に関する研究」（H26-医療-指定-024）（1）で，減災・防災を目的とした大規模災害

発生時の地域周産期医療の事業継続計画（BCP）策定のための検討を始めておこなっている（表

1）．この中で，BCP 策定には災害医療と周産期医療の密接な連携を前提として，平時の周産期医

療の実態と災害時の地域分娩施設の診療継続能力に関する検討が必要であると提言している． 

２．目的 

 本研究では，具体的に大規模災害時の地域周産期医療の BCPを作成する方法を提言すること

を目的とする． 

３．結果 

 大規模災害時の地域周産期医療の BCP 作成の進め方（表１）にあるように，発災直後の新規発

生患者数の推計と平時・災害時の産科必要病床数の推計は，具体的な対策を立てることを可能と

すると考えられた．災害時新規発生妊婦患者数については、各市町村の 1日平均出生数と各市

町村が推計している大規模災害時の負傷者数を基に妊婦負傷者数の推計を行うことができる．出

生数は人口動態統計から算出できるため，妊娠期間を 10 ヶ月とすると，以下のように算出可能で

ある．

別紙2



 

・各市町村の負傷妊婦  

＝ 各市町村の全体負傷者数 × 各市町村の出生数/人口 × 10/12 か月 

・各市町村 1 日平均出生数 ＝ 各市町村の出生数/365 日 

  ※出生数と人口は人口動態統計から引用可能． 

 

内閣府中央防災会議での検討（2）では災害時の使用可能病床数の算定について以下のように

示している． 

・平常時入院患者数 ＝ 一般病床数 × 一般病床利用率 

・医療機関建物被害率 ＝ 全壊・焼失率 ＋ 半壊率 × 1/2 

（全壊・焼失・半壊率については，非木造の平均建物被害率を使用） 

・ライフライン機能低下による医療機能低下率 

＝ （断水率 or停電率の高い方） ×（震度６強以上の地域：60%，それ以外：30%） 

 

このような考え方に基づいて検討が行われた高知県における先行的取組を以下に示す。 

高知県は南海トラフ地震に備え，上記計算方法に近い推計方法と津波による浸水想定を含め

た被害想定を用いリスク分析を行い，それを基に災害対策を立てている（3）．高知県では妊婦被災

者数として「妊婦重傷数」を，医療提供数として「災害時受け入れ可能産科病床数」を推計してい

る．その結果，高知県全体では 32 名の災害による重症者が発生し，その多くは県庁所在地（高知

市）のある中央医療圏で発生（23名）すると推計された．また，これに 1 日出生数を加えると，発災

当日には 42 床の病床が必要であるとの推計となった．その一方で、中央医療圏の災害時の受入

れ可能産科病床数は 21床と推計されており，平時では最も医療提供体制が整っている中央医療

圏で，深刻な受け入れ困難状態が発生すると想定する必要があることが明らかとなり，周産期領域



の災害対策の最優先課題と考えられた．この推計結果を基に，高知県では以下の対応を行った。

中央医療圏の津波浸水状況を鑑み，中央医療圏を必ず災害拠点病院（いずれも平時に分娩取扱

あり）が含まれるよう 3つのエリアに分ける（図 1）。そのエリア内に住んでいる妊婦は，平時のかかり

つけ産科病院・診療所と異なっていても，被災したエリア内の最寄りの分娩施設のある災害拠点病

院を受診できる体制整備を行う．発災時、各医療機関の共通の認識に基づいた対応を可能にする

ことを目的として、アクションカードを作成(図 2)し、これに基づいて一次対応がなされる体制とす

る。医療機関相互の

情報共有と連携を促進するため，各災害拠点病院の産婦人科医・新生児科医の１名以上に災害



時小児周産期リエゾン（以下リエゾン）研修を修了してもらい，災害発生時は、このリエゾンがエリア

の中心的な存在として，エリアにおける災害時の周産期医療提供の情報共有や調整を行う．３つ

のエリアと二次医療圏間と県全体の調整は災害保険医療福祉調整本部がおかれる高知県庁にい

るリエゾンが行う．  

 

４．考察 

高知県では被害推計を行うことで，平時には医療提供体制が充実している中央医療圏で，大規

模災害発災直後には妊婦受け入れ可能ベッド数が不足するという状況を明らかにすることができ

た．このように，妊婦被災者数や医療提供必要数を推計し，地域全体の被害想定を量として把握

し、検討を行うことは，具体的な災害対策を講じることに繋がる，効果的な方法であると考えられる．

Takahashi らは（4），周産期医療を含めた地域全体の需要数の算定について報告している。平成 28

年度から災害医療と周産期医療の密な連携の重要な役割を果たす，「災害時小児周産期リエゾ

ン」の養成が開始し，災害時小児周産期リエゾンに認定された者は，各都道府県において平時か

らの訓練や災害時の活動を通じて，地域のネットワークを災害時に有効に活用する仕組みを構築

すること，訓練の実施にあたっては，周産期母子医療センターをはじめ，地域の一次医療施設を

含めて地域全体で行うことが必要とされた(5)．平時から災害時の推計を行うことで，具体的なリエゾ

ンの効果的な配置やシステム構築を立案できると考える． 

東日本大震災では，産科病院が分娩や帝王切開後の災害拠点病院の入院期間を短縮し，でき

るだけ多くの妊婦を受け入れた．産院や助産院の大半は，発災直後に分娩取り扱いを再開するこ

とができなかった(6)が，産前産後ケアを行うことで妊産婦の不安解消に努めた(7)．周産期医療のよう

に地域の医療資源が限られている分野では，地域全体での災害医療対策を講じる必要がある(5)．

東日本大震災で行われたように，大規模災害時は災害拠点病院や総合・地域周産期母子医療セ

ンターで分娩や帝王切開を行い，産後・術後の患者を産院や助産院に移送して産後ケアを行うと

いったプランの必要性もでてくる可能性がある．地域内で災害状況に応じたプランを立案するには

発災直後から速やかに医療機関同士が連携し，情報共有することが重要となる．これを実現する

には，災害時に地域連携 BCP やマニュアル等を作成し，それを基に訓練と見直しを行うことが重

要となる．本研究では「各都道府県災害時保健医療福祉調整本部（災害時小児周産期リエゾン）」

（表 2），「総合・地域周産期病院もしくは周産期部門を併設している災害拠点病院」（表 3），「その

他の分娩取り扱い病院，産科有料診療所，分娩取り扱い助産院」（表 4）毎に地域連携に必要な

BCPモデルを作成した．



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 新生児医療の BCP については、今後量的な検討を進める必要がある。妊婦から出生する早産

児や新生児蘇生の頻度，負傷新生児数を含め，NICU への入院頻度については、広域を対象とし

て検討すべき課題であり、来年度以降に検討を進める。 

 

５．結語 

 産科・周産期領域の地域連携 BCP 策定についての検討を行った．医療関係者と行政が連携し

て，各都道府県で BCP 策定が進むことを期待したい． 
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令和４年度 災害時小児周産期リエゾン養成研修 報告書 

１、集合型研修実施日 

第 1回目 令和４年 11月 20日（日）：大阪会場 

第 2回目 令和５年１月 15日（日）：東京会場 

第 3回目 令和５年２月 23日（木）：東京会場 

２、開催形式 

オンデマンド配信による事前学習＋確認テスト 

集合型研修 

３、プログラム 

別紙２＿１ 

４、受講者数 

第 1回目 66名 

（産婦人科医 23名、小児・新生児科医 26 名、助産師・看護師 13名、その他 4名） 

第 2回目 75名 

（産婦人科医 25名、小児・新生児科医 39 名、助産師・看護師 8名、その他 3名） 

第 3回目 72名 

（産婦人科医 22名、小児・新生児科医 36 名、助産師・看護師 11名、その他 3名） 

５、アンケート結果 

133 名より回答を得た。（回収率 62%） 

１）研修内容について 
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２）研修のオンライン化について 

 

 



 

 

 

 

「今後技能維持研修をおこなうとしたら、どのような研修が良いか？」との質問に対し、80 名より回答

をいただいたが、うち 54名（67.5%）が「シミュレーション」や「総合演習」「訓練」と答えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度 佐賀県災害時小児周産期リエゾン技能維持研修 

 

１、研修実施日 

令和 5年 2月 5日（日） 9時 10 分〜13時 20分 

 

２、開催形式 

集合型研修 

（事前に県内分娩施設に対して PEACE 入力訓練を実施） 

 

３、プログラム 

 

 

４、受講者数 

13名（産婦人科医 4名、小児・新生児科医 3名、助産師・看護師 6名） 

 

５、講師 

佐賀県災害医療コーディネーター（医師）4名 

災害時小児周産期リエゾン研修講師（医師）3名 

 

６、アンケート結果 

受講生 11名より回答を得た。（回収率 85%） 
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令和４年度 災害時小児周産期リエゾン技能維持研修（トライアル） 

 

１、研修実施日 

第１回目：令和 4年 12月 6日（火）9時 30分〜12時 45分 

第２回目：令和 5年 1月 10日（火）9時 30分〜12時 45分 

 

２、開催形式 

統括 DMAT技能維持研修の一部に参加しての集合型研修 

 

３、プログラム 

 

 

４、受講者数 

第１回目 7名、  第２回目 6名 

災害時小児周産期リエゾン研修講師や訓練参加経験者から選出 

 

５、アンケート結果 

受講者全員が、「統括 DMAT技能維持研修に参加するメリットがあるか？」との質問に「ある」と回答。 

講師も全員、肯定的な意見であった。 

（受講生） 

・DMAT の資格を持たない小児周産期リエゾンの人は是非とも受けるべき 

・DMAT との小児周産期リエゾンとの立ち位置がお互い理解しようとできた 

・統括 DMATの役割などを理解することで、実災害時に小児周産期リエゾンとして自分がどのような役割

を果たせばよいのか、小児周産期リエゾンが何をもとめられているのかを理解することができた 

・本部立ち上げ、本部機能の理解に大変役立ちます 

（講師） 

・DMAT の研修に参加することに対して個々の考え方や積極性の課題はあるかと思いますが、周産期に限

らず保健福祉医療調整本部や DMAT 調整本部にリエゾンとして入る可能性のある方々が統括 DMAT の研修

に参加することはとても有意義で良い試みだと思います 

・統括 DMAT 技能維持研修へのリエゾン参加について、顔のみえる関係構築となる点で賛成です 

・実働では共同で作業する事になりますので、今回の研修のように DMATの事も理解してもらい、DMATの

先生方も小児周産期リエゾンの先生方の事を理解して頂けると思いますので、個人的にはいい取り組み

だったのではと思います 

 

 



考察 

今年度の災害時小児周産期リエゾン養成研修、災害時小児周産期リエゾン技能維持研修(トライアル)、

佐賀県災害時小児周産期リエゾン研修を踏まえて、今後も技能維持研修の継続実施は必要だと感じられ

た。佐賀県災害時小児周産期リエゾン研修のアンケート結果を見ると、半数以上が年１回の頻度での技

能維持研修の開催が良いと答えている。平成 28年度から開始した災害時小児周産期リエゾン養成研修だ

が、開始してから７年間、技能維持研修は一度も行われていない。技能維持研修のあり方として、災害時

小児周産期リエゾンは自身が所属する都道府県で主に活動することから、地域事情に合わせた研修やシ

ミュレーション、訓練が必要と考えられ、都道府県単位、地域単位での実施が望ましい。 

今回、試行的に行った技能維持の研修形態としては、統括 DMAT 研修の一部に参加して行う形式と、単独

で技能維持研修として開催する形式の二通りで試行した。統括 DMAT研修との合同形式では、本部活動を

協働する統括 DMATと議論を行うことで、本部活動を円滑に行うことにつながる可能性が示唆された。一

方で、単独開催形式では、地域の実情を踏まえた対応（Disaster Imaging Game などの演習）や、災害時

小児周産期リエゾンに必要な項目（EMIS や PEACE を用いた情報収集）の振り返りを中心に行うことがで

きるメリットがあった。統括 DMAT との合同形式では、年間の開催回数を考慮すると、1 回の技能維持研

修に参加できる災害時小児周産期リエゾンが限られるため、すべての要請研修受講者が技能維持研修へ

参加することができない。そのため、現実的には都道府県での技能維持研修を開催することが現実的で

ある。 

しかし、各地域で実施できるだけの人材は充足しておらず、また各自治体においては費用についても課

題がある。今回、佐賀県で実施した技能維持研修は１つのモデルとして、全国でも活用できるものと考え

る。今後、地域単位での技能維持研修を広げていくためにも、全国向けでの災害時小児周産期リエゾン技

能維持研修においては、知識のブラッシュアップやシミュレーション訓練だけではなく、地域単位での

研修方法や訓練の組み立て方についても伝えていく必要があると考えられる。また、災害時には災害医

療コーディネーターや DMATなどの災害医療従事者と小児周産期リエゾンの連携は不可欠であり、双方が

お互いを知る場として、今回、技能維持研修の場の活用は有用であった。実際にアンケート結果を見て

も、双方全員が有意義であったと回答している。今後もこのような取り組みは継続して必要である。 



 
 

 



佐賀県災害時小児周産期リエゾン研修 受講者用アンケート（13 名中 11 名回答） 

 
Q1.災害時小児周産期リエゾン養成研修（厚労省主催）受講年度について 

受講年度 人数 割合 
平成２８年度 1 9% 
平成２９年度 2 18% 
平成３０年度 0 0% 
令和元年度 1 9％ 
令和２年度 6 55％ 
令和３年度 1 9％ 

※県把握の受講年度内訳は H28:1 名、H29:2 名、H31:1 名、R2:4 名、R3:5 名 
 
Q2.職種について 

職種 人数 割合 
産婦人科医師 4 36% 
小児・新生児科医師 3 27% 
助産師 4 36% 
看護師 0 0% 

 
Q3.「災害医療の基本概念・基礎知識」について 

１）講義内容は理解できましたか 
 人数 割合 

かなり理解できた 6 55% 
まあまあ理解できた 5 45% 
あまり理解できなかった 0 0% 
全く理解できなかった 0 0% 

 
 ２）講義時間は適当でしたか 

 人数 割合 
適当だった 11 100% 
長かった 0 0% 
短かった 0 0% 

 
 



Q4.「災害時小児周産期リエゾンの活動概要・近年の活動事例」について 
１）講義内容は理解できましたか 

 人数 割合 
かなり理解できた 6 55% 
まあまあ理解できた 5 45% 
あまり理解できなかった 0 0% 
全く理解できなかった 0 0% 

 
 ２）講義時間は適当でしたか 

 人数 割合 
適当だった 11 100% 
長かった 0 0% 
短かった 0 0% 

 
Q5.「本部運営と記録」について 

１）講義内容は理解できましたか 
 人数 割合 

かなり理解できた 5 45% 
まあまあ理解できた 6 55% 
あまり理解できなかった 0 0% 
全く理解できなかった 0 0% 

 
 ２）講義時間は適当でしたか 

 人数 割合 
適当だった 8 73% 
長かった 1 9% 
短かった 2 18% 

 
Q6.「災害時小児周産期リエゾンが扱う情報システム（EMIS）」について 

１）講義内容は理解できましたか 
 人数 割合 

かなり理解できた 6 55% 
まあまあ理解できた 5 45% 
あまり理解できなかった 0 0% 
全く理解できなかった 0 0% 



 ２）講義時間は適当でしたか 
 人数 割合 

適当だった 10 91% 
長かった 0 0% 
短かった 1 9% 

 
Q7.「災害時小児周産期リエゾンが扱う情報システム（PEACE）」について 

１）講義内容は理解できましたか 
 人数 割合 

かなり理解できた 7 64% 
まあまあ理解できた 4 36% 
あまり理解できなかった 0 0% 
全く理解できなかった 0 0% 

 
 ２）講義時間は適当でしたか 

 人数 割合 
適当だった 9 82% 
長かった 1 9% 
短かった 1 9% 

 
Q8.「総合演習」について 

１）講義内容は理解できましたか 
 人数 割合 

かなり理解できた 6 55% 
まあまあ理解できた 5 45% 
あまり理解できなかった 0 0% 
全く理解できなかった 0 0% 

 
 ２）講義時間は適当でしたか 

 人数 割合 
適当だった 9 82% 
長かった 1 9% 
短かった 1 9% 

 
 



Q9.今回の講義の中で不要と思われた講義があれば教えてください 
 人数 割合 

災害医療の基本概念 1 9% 
なし 10 91% 

 
Q10.今回の講義の他に含めて欲しい講義があれば教えてください 
 

○ 実際のリエゾンの活動内容について、超急性期であれば本部でこういうことを采配
することがあった、急性期を過ぎたころの避難所では実際にこういった需要があっ
たのでその調整を行った、などの事例集を学べると、現実的な自分たちの活動内容
が見えてくるような気がします。今のところ実際にはどうなるのだろう、というと
ころがぼんやりしている印象があり、また個人の資質によって気づける点、気づか
ない点の偏りが発生する気がします。 

 
Q11.このような研修はどれくらいの頻度で開催されると良いと思いますか 

 人数 割合 
1 年に 1 回 6 55% 
1 年に 2 回 2 18% 
2 年に 1 回 3 27% 
3 年に 1 回 0 0% 
5 年に 1 回 0 0% 

 
Q12.研修に関してご意見等あれば教えてください 
 

○ 総合演習は佐賀県の設定になって行ったので、より具体的で学びになりました。 
ありがとうございます。 

○ 今回は事前の連絡がやや遅かったため計画を立てれずに参加できなかった方がい
ました。朝早くだったことも夜勤明けの方が参加できない理由になっていました。
スケジュールの早めな細やかな伝達をお願いします。参加してみて有意義だったと
思いますので、ぜひ全員に参加してほしかったと思えました。 

○ 分かりやすかったです。 



令和四年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

「大規模災害時における地域連携を踏まえた更なる災害医療提供体制強化に関する研究」 

分担研究報告書 

「周産期・小児医療提供体制に関する研究」 

研究分担者  海野 信也（北里大学 名誉教授） 

・Group D: 災害時の産科・周産期領域及び小児領域の情報システムの活用方法に関する研究 

  分担研究者： 久留米大学  産婦人科  准教授 津田尚武 

大阪母子医療センター 新生児科医長 祝原賢幸 

  浜松医療センター周産期・メディカルバースセンターセンター長 芹沢麻里子 

 名古屋市立大学大学院医学研究科 救命救急医療学 講師 今井一徳 

1. はじめに（担当：津田尚武）

災害時には、広域災害情報システム（EMIS）により

迅速に被災地域、支援状況（DMAT の活動状況）な

どが共有され、DMAT をはじめとする災害に関わる

医療従事者だけでなく被災地内の戦略立案のため

に広く活用されている。EMIS は災害時に広く必要な

情報を共有するためのシステムであり、入力されて

いる情報は、小児周産期分野の連携のために必要

な情報は必ずしも十分ではない。これを補うために

開発された、日本産科婦人科学会大規模災害対策

情報システム（PEACE）は、大規模広域災害が発生

し、複数の産婦人科施設が被災した場合に被災情

報をとりまとめ、被災地への早期支援に役立てるた

めに日本産婦人科学会によって開発されたインター

ネット上の情報共有システムである。 

現在では日本小児科学会、日本周産期新生児医

学会等とも連携し、新生児(NICU)に関する情報入力

もできるようになり、災害時に災害時小児周産期リエ

ゾン（DLPPM）などが利用できる強力なツールにな

っている。 

実際2017年にPEACEが開発されて以来、PEACE

は熊本地震、大阪地震、岡山豪雨災害、令和元年房

総半島台風などで実際に活用され、多くの成果を生

んできた（文献）。一方で、PEACE は小児に関する

施設の被災情報を入力できない、掲示板が複数ある、

リアルタイムでの情報通知機能が無い、外傷情報を

持たせにくい、入力率向上のための機能が不十分

である等、システム上の課題、運用上の課題がある。 

PEACE のシステム改修の方向性、運用ルールの

整理を目的として、2022 年度内閣府大規模地震時

医療活動訓練での実際の PEACE運用を踏まえ、現

状課題の抽出を行った。 

２．愛知県での検討（担当：今井一徳） 

(1) 訓練概要 

① リエゾン本部立ち上げおよび連携

・愛知県保健医療福祉調整本部内に 2 名, 名古屋

CD活動拠点本部内に 2名のリエゾンを配置した。 
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② 搬送調整訓練 

・平時より、名古屋 CD 活動拠点本部管轄内の水没

地域にある災害拠点病院（NICU がないため、周

産期母子医療センターのネットワーク外）に先天

性心疾患が集積されている。一部病棟が損壊する

想定に併せて、小児科から先天性心疾患患者のリ

ストが当該災害拠点病院災害対策本部に搬送依

頼として届けられた設定で搬送依頼を発生させた。 

 

③ 県内の小児周産期施設の被災状況把握  

・産科施設：想定を付与し事前入力を依頼、当日情

報収集） 

・小児科施設：ネットワークがないため、事前に災害

拠点病院小児科に依頼し、メーリングリストを設定

した。メーリングリスト産科への協力が得られた病

院に対し、当日メーリングリストで情報提供を依頼

し収集した。 

 

(2) 訓練を通して抽出された課題 

① リエゾン本部立ち上げ及び連携 

・事前に調整本部内リエゾンと活動拠点本部リエゾン

間の連絡方法を確定していなかったため、混乱

を来した。 

・EMIS 掲示板に両本部にリエゾンが配置されたこと

を連絡したが、DMAT側にも十分に周知されず、

情報系統に混乱があった。 

→ 今回のように、都道府県によっては、リエゾ

ンが保健所や活動拠点本部内に配置さ

れていることがある。また、「サテライト」と

称して実作業が本部にいない担当者と分

担されていることがある。 

→ EMIS と異なり、組織図が PEACE内に書き

込めないため、他本部、他県から見たとき

に、リエゾンの指揮命令系統が容易に把

握できない。 

 

② 搬送調整訓練 

・当該の先天性心疾患患者のリストについては、活

動拠点本部内リエゾンの采配で搬送先、搬送手段

などが手配可能であった。 

・この情報はDMATの連絡系統を通して活動拠点本

部内のリエゾンに伝達されたため、PEACEに状況

が反映されていない。 

・個別症例の情報を PEACE に反映する必要はな

いが、当該災害拠点病院で大規模な搬送が起こ

っていることは、PEACE 内で共有する価値があ

るかも知れない。 

→ 今回のケースのように、周産期母子センタ

ーでない、かつ NICUがない病院での事象

の場合、掲示板以外に情報を反映させる場

所がない。一方で、このような個別情報を掲

示板内に反映させると情報が埋没する原因

となる。さらに、どのような情報を何のために

収集し・共有するかはリエゾンの活動内容、

戦略による。 

→ 実際、他県から個別症例の搬送依頼が全

て共有されたことで、掲示板に情報があふ

れ、本ケースのような、戦略に関わる情報が

非常にわかりにくい状況が発生した。 

 

③ 県内の小児周産期施設の被災状況把握  

・PEACEの入力状況 

- PEACE入力 約60施設（約50%） 

    - 事後アンケート 33 施設が回答 75.8%が

PEACE入力に問題なし 

                     39%は入力に困

難を感じた 

            （令和2年度は 29施設 69%が

問題なく入力） 

              



・周産期母子医療センター PEACE、EMIS で情報

収集 

・小児施設 14 時の段階で 11 施設から回答を得

た 

 → 産婦人科施設の訓練参加状況を以下に上が

るかは依然課題である一方で、（特に南海ト

ラフを想定した）災害急性期の訓練において、

開業医を中心とした産科施設で現実的に入

力が行えるかという問題は依然存在する。 

 → DMATの場合、EMISに入力がされない施設

は「被害が大きい」と想定し、状況視察に隊を

派遣することがある。リエゾンの戦略に関わ

る問題であるが、実働部隊を持たないリエゾ

ンはどのように「入力されない施設」の情報

を補完するか、そもそもその必要があるか、

という問題がある。 

・EMIS入力内容と PEACE の入力内容のずれ、担

当者の不在 

 → 今回の訓練では事前準備の段階で、災害対

策本部と連絡を取り合って入力することを

お願いしていたため周産期母子センター

についてはライフラインや患者受入状況に

関する情報が、EMIS と PEACE で大きく異

なることはなかった。 

 → PEACE の入力者が、産科・新生児科「当直

医」となると、回線停止に伴い入力がされな

い、回線が通じてしまった場合には、災害対

策本部と連携がないまま入力し、PEACE と

EMISの入力内容がずれることが容易に想定

されるとの意見があった。また、「当直医」は

非常勤医師であることもあり、そもそもログイ

ンができない可能性も指摘された。 

・周産期施設については、活動拠点本部内リエゾ

ンもPEACEから情報を収集することができたが、

小児施設についてはMLでの情報収集かつ、調

整本部内リエゾンが情報整理を行った。このため、

活動拠点本部内のリエゾンは、小児施設に関す

る情報を PEACE からえることができず、必要時

には都度調整本部内のリエゾンに連絡を取る必

要があった。 

 

④ 広域医療災害における他県の状況の把握 

・南海トラフ地震のように広範囲の被災が想定され

る場合、隣県、あるいは学会本部医などの動向

を共有できることが望ましい。現状はクロノロの

共有方法が掲示板しかなく、現実的に他本部

の情報をリアルタイムにえることは困難である。 

・さらに掲示板を用いた情報収集では常にモニタ

リングをする人員が必要となるため、特に災害

急性期の少ない人員で本部運営を行う状況で

は、情報の見逃しが生じた。さらに、本来、他都

道府県に「共有すべきでない情報」（県内・地域

内で完結できる事案のため）も多く掲示板に上

がったため、「重要な情報」の同定をさらに困難

にした。 

 

(3) 課題を踏まえた提言 

① PEACEに求められる機能の追加 

・各都道府県内の指揮命令系統、連絡先が記入で

きる欄の設定（EMISの機能に準ずる） 

・小児領域の情報を入力できるようにする 

  → 外傷、先天性心疾患、外科、透析など成人

部門と共有できる項目を含む 

・クロノロの共有欄を作成する 

・掲示板は、産科、小児科、新生児科すべて共有で

良い（掲示板の統合） 

 

② リエゾンの戦略の見直し 

・PEACEで共有すべき情報は何かを確定するため

には、リエゾンの戦略に基づき見直しを行う必要



がある。 

  → 情報を集める目的の見直し、そのためにどん

な情報を集約すべきか 

   収集の優先順位付け 

・開業産婦人科医は通常災害急性期に救済の対象

にならない。 

 → 入力を推奨している以上、救済が期待されて

いる可能性がある 

   開業産婦人科医への説明の必要もあるだろう。 

   開業小児科医の情報は現時点で反映されてい

ないが、急性期という意味では不要、 

   亜急性期〜慢性期の対応として PEACE に情

報の集約は必要か、も検討が必要である 

 

③ PEACE 運用に関するルールの策定 

・PEACE で共有すべき情報の整理と層別化を行い、

入力時のルールを明文化する 

 → ルールの例 

- 他県に共有する必要のない個別症例

の情報は入力しない 

      （ただし、ではどこで共有すれば良いか、

という問題が生じる） 

- 各県の情報は一つのスレッドで行う 

     - 定時報告として何をどこに入れるか 

・施設内の PEACE入力担当者の決定を推奨し、研

修会等で周知をする 

 → 推奨の例 

- 産科、新生児科（小児科）担当医が直接

入力しない 

- 施設 IDを用いる 

- 施設災害対策本部内の人員（EMIS入

力担当者が望ましいだろう）が、産科、

新生児科（小児科）当番医に確認をし、

代行入力する 

      - 日勤帯など医師が複数いる場合の連絡

窓口をあらかじめ決定しておく 

 

 

3. 静岡県での検討 (担当：芹沢麻里子） 

(1) 訓練概要 

① 災害時小児周産期リエゾン（以下リエゾン）本部立

ち上げおよび連携 

・リエゾン立ち上げ：訓練時、静岡県には 25 名のリエ

ゾンが任命されておりそのうち24名が参加した。静

岡県は西部・中部・東部と医療圏が 3つにわかれる

ため、災害時に参集可能と思われる部署にそれぞ

れ配置とした。静岡県中部では静岡県災害（医療）

対策本部（静岡県庁：静岡市）4 名、中部方面本部

（藤枝市）4名、西部方面本部（磐田市）5名、西部医

療圏活動拠点本部（浜松医科大学付属病院：浜松

市）4名、東部方面本部（沼津市）7名の 5カ所で活

動をおこなった。静岡県ではリエゾンの参集場所

は原則県庁であり、次いで方面本部としている。 

 

・連携：EMIS、PEACE による情報収集のほか、静岡

県のシステム Fujisan、静岡県リエゾン間の SNS、各

医療圏での SNS、助産師会の SNS を使用した。静

岡県リエゾン共用 Dropbox に県内小児科・産婦人

科・助産所のコンタクトリストなどを作成し共有でき

るようにした。 

 

② 搬送調整訓練 

・リエゾンが配置された 5 カ所において、リエゾン内

の 1名がコントローラーとなった。コントローラー5

名と DMAT コントローラー等と事前打ち合わせを

行い、搬送調整リスト 39例を作成。搬送調整症例

は助産所、診療所、有床診療所、病院、障害福祉

課の協力を得て想定される各部署からの事例を

作成した。 

 



・高度な専門性を持った総合周産期センターの被災

により、限られた施設や広域搬送などを行わなけ

ればならない事例を 8例発生させた。 

 

③ 県内の小児周産期施設の被災状況把握  

・周産期施設：PEACE 入力依頼を事前にアナウンス

した。PEACE 入力状況を静岡県リエゾン共用

Dropbox paperドキュメントを用いて、リエゾンが随

時入力予定とした。 PEACE入力訓練は 2022年

2 月に静岡県内一斉に行い、すべての施設で入

力可能であることを確認しているため、今回は

PEACE未入力施設への連絡は行わなかった。 

 

・そのほか：助産所、医療的ケア児、重症心身障害施

設の災害時のネットワークシステムはないため、

助産師ネットワークや行政からの連絡を手段とし

た。 

 

(2) 訓練を通して抽出された課題 

① 災害時小児周産期リエゾン本部立ち上げおよび

連携 

・リエゾン立ち上げ：各部署に参集次第、PEACE に

立ち上げの入力をおこなった。またリエゾン間の

LINE グループにも立ち上げ報告を行った。参集

にあたり、輸送路となる新東名を使用できることを

県に確認した。 

 

・静岡県災害（医療）対策本部チーム：県内の小児周

産期に関わる組織図の作成、搬送案件の進捗等

の管理、提出を求められていたが、実際には十

分把握できておらず、方面本部と同様に搬送調

整を行っている時間が多かった。静岡県災害（医

療）対策本部チームは県庁本部で行われている

行政や各部署、DMATの活動との連携を考えると、

リエゾン全体の活動を統括しリエゾン間の状況収

集と共有を行うとともに、県や各行政、DMATにそ

の情報を共有する本部機能を行う必要があった。 

 

・方面本部チーム：その役割は市町が対象であり、救

護所や救護病院の把握である。地域で完結でき

ないことは組織図通り県庁に相談すべきである。

しかし、小児・周産期は平時でも常に搬送調整を

行っているため、横のつながりで地域外への搬

送調整を行うことが多くなってしまった。リエゾン

が災害時の組織図を十分理解していない結果で

あるが、横のつながりが強いことは緊急時には強

みでもある。 

 

・災害拠点本部（DMAT 活動拠点本部）チーム：災害

拠点本部で受けた事例を方面本部に連絡すべき

か、搬送調整を行うかなどとの役割分担が把握で

きないまま終了してしまった。患者搬送手段がな

い緊急事例（子宮破裂疑い）では活動拠点本部

の指示で同施設の医師2名が有床診療所へ応援

に向かった事例があった。 

→県庁にある災害対策本部、医療圏方面本部、

DMAT 活動拠点である災害拠点本部における

リエゾンの役割分担が明確にならないまま活動

終了となった。これはそれぞれの県で事前に

決める課題であるが、災害時にはどの活動場

所でも同じことができる技量と知識は必要であ

る。 

 

・連携：連携手段が多くあり、すべてのツールから依

頼が入り錯綜していた。しかし、災害時には 1 つ

のツールが機能ダウンした場合の脆弱性を考慮

すると、複数必要ではある。それぞれの運用方法

を県単位、地域で検討すべきで課題である。

DMAT に依頼をすること、行政と連携することは

行えていたが、リエゾンの組織図を DMAT 側が



把握はできていなかった。 

 →地域内の SNS の運用はそれぞれ検討する。県

全体のリエゾンの組織図を PEACE だけではな

く EMISにて共有する必要がある。 

 

② 搬送調整訓練 

1.PEACE機能 

・訓練開始と同時にPEACEや各SNSに搬送調

整症例の情報が入り、各医療圏の方面本部

が調整を開始した。PEACEには新しい情報

が入ったことを知らせる機能がないため、定

期的に確認しなければならない。また確認

せず新しい支援メッセージが入ると確認で

きないまま埋もれ、見逃す事例がでた。今

回は 24 名のリエゾンが参加していたため、

他地域のリエゾンから見逃している事例を

指摘され確認できた。 

→新しいメッセージを知らせる機能が必要

ではあるが、大規模災害だとその場合も

ただ数が多くなり、結局対応仕切れない

可能性がある。支援メッセージを入れる際

に依頼されている県が表示されるなど、そ

れぞれの県のリエゾンが把握しやすい機

能が必要。 

 

・PEACE では支援依頼しかなく報告のみの情

報を入力することができない。PEACE を関与

せず搬送調整を行った症例があることを共有

するために、どのツールを使用するのか。 

→PEACE で情報共有という掲示板を作るこ

とも検討。 

 

・PEACE に静岡県内病院からの症例情報を入

力した際に、宛先がわかりにくく、支援県の反

応が遅れた。また学会も学会に向けたもので

はないと判断し、対応されなかった。（具体的

には支援県の受け入れ可能と言うスレッドに

以下のコメントが静岡県から入電されたので

以下共有する。 

『静岡県小児周産期リエゾンです。○○病院で

のHLHS症例受け入れお願いできますでしょう

か？よろしくおねがいします。』 

この文章に対しスレッドを立てた支援県リエゾ

ンは○○病院に受け入れを依頼しているかと

読み、小児科学会災害対策委員会は宛先不明

のため対応されなかった。訓練では静岡リエゾ

ンのコントローラーが支援県リエゾンと小児科

学会対策委員会に裏で連絡し、対応方法を決

めた。結論的には対応が遅いと判断した静岡

県新生児医療連絡会代表が新生児医療連絡

会に支援県情報開示を依頼し、そこにこの支援

県スレッドを立てたリエゾンの連絡先があると仮

定し、直接コンタクトさせた。）宛先やスレッドの

中でのコメントなど、今後の課題とした。 

上記事例にも類似するが PEACE に他県へ支

援メッセージをしても支援県リエゾンがメッセー

ジに気づかず、調整が遅れた。 

今回のPEACEは静岡県の依頼メッセージのス

レッド多くを占めたが、大規模災害の場合、他

県と混在し情報が乱立する可能性がある。 

→依頼されている支援県または広域搬送を

依頼していることがわかるような機能が必

要。 

 

・産婦人科関連掲示板/産婦人科・新生児患者

搬送要支援メッセージ/小児科関連掲示板と

あり、どちらにどのような依頼が入っているか

わからない。 

 →すべて同じ掲示板とするか、領域ごと（小

児・新生児・産科・そのほかなど）にわける、



支援ごと（物、患者、そのほか）にわけるな

ど検討が必要。 

 

・PEACEには無床の診療所や助産所の情報が

ないが、助産所からの支援や受け入れ可能

事例もあるため、分娩取り扱い助産所も

PEACE入力は必要と思われる。 

→無床診療所（産婦人科・小児科）と助産所

にも施設 IDを振り分け、施設情報を入力で

きるようにする。支援依頼を出せるかは要

検討。 

 

・支援完了、支援中、依頼中の項目があるが、

すべて同じ掲示板で表示される。 

→支援完了した事例は別の場所に移動でき

ると良い。 

 

・PEACE に個人情報をどこまで記載するかの

ルールが必要。 

→支援要請欄にある程度デフォルトを作る。

（産科なら：イニシャル 年齢 経産 週数 

予定日 状況・支援内容など） 

 

・クリニックからの掲示板でクリニック名だけでは

似たような名前の施設があり、どこの施設か

把握にくい。 

→支援を依頼する場合、施設 IDを入力する。

または施設情報入力画面から入力できる

ようにするなど、どこからの依頼かがわか

り易くなる機能は可能か。 

 

・PEACEの情報とEMISとの乖離がある。リアル

タイムの空床情報は PEACE には反映され

ない。 

→小児周産期情報が EMIS に反映されるよ

うにする、または災害対策本部と周産期の

医師が連携し EMIS 入力者が PEACE 入

力を行えば乖離は減ると思われる。 

 

2.リエゾン活動 

・携帯電話が使えない場合衛星電話を借りる必

要があるため、情報を集約し短時間で通話を

行う。 

→情報シートを使用し必要事項を埋めてか

ら連絡を行う。 

 

・入電・依頼が多くクロノロへの記載が追いつか

ない。 

→活動部署のロジにお願いできないか。 

 

・先に依頼があった軽症症例を高次医療施設

へ搬送し、その後の重症症例を搬送する施

設がなくなった。 

→高次医施設への搬送は、なるべく最終と

する。リエゾンのトリアージの能力も問わ

れる。 

 

・災害薬事コーディネーターとのコンタクトを行

うことができた。 

 

3. 県内の小児周産期施設の被災状況把握  

・2022年 2月に入力訓練を行いすべての施設

が入力できることを確認してあった。今回も入

力依頼は行った。結果、中部 13/21（62％）、

西部 20/20（100％）、東部 10/25（40％）、全体

で 65.2％の入力状況であった。地域による意

識の差があることがわかった。発災時の未入

力は被害が甚大であると判断することもある

ため、訓練でも入力することを啓蒙する必要

がある。 



 

・PEACE は施設 ID もあるため、施設の医師に

被害状況を確認し診療所の事務職員や病院

であれば災害対策本部で入力を依頼すること

も必要である。 

 

③ 課題を踏まえた提言 

1. リエゾン活動 

・今回 24 名のリエゾンが参加した。On-line でし

か訓練を経験したことのないリエゾンも多かっ

た。そのため災害時の組織図の理解が乏しく、

DMAT・行政との連携に慣れていないリエゾン

も多く、実際活動したことは有意義であった。

災害時は 24 名が一度に参集することはない

ため、今回の訓練で得た課題を踏まえ、シス

テムや意識を変え、より有効に活動できる必

要性がある。 

・これからも多くのリエゾンが訓練に参加すること

が必要である。 

2. PEACEの運用 

・PEACEの入力と PEACEの掲示板をどのような

目的で誰が使用するかをもう一度はっきりさせ

る必要がある。 

・入力に関しては助産所まで含めて行ってもよい。 

・掲示板の支援メッセージはリエゾンからの要請

と、個別（有床診療所など）からの要請をわけ

る。 

・また支援依頼先の県や支援県ごと分ける、また

は選択できるようにする。 

・県のリエゾンにその県リエゾンあての掲示板が

立てられた時にアラートがでるような仕組みが

必要。 

・支援の内容（小児・新生児・産科・医療的ケア・物

資など）別に分ける、または選択できるように

する。 

・支援の進捗状況別（依頼、依頼中、完了など）に

分けることができる。 

・PEACEへの支援の入力内容を自由度も持たせ

つつも、必要な情報が把握できるようある程度

統一する。 

・災害拠点病院においては、EMIS入力者が自施

設内で小児周産期の情報を収集して PEACE

の入力も行う様に指導していく。 

 

 

4. 日本小児科学会災害対策委員会における検討（担

当：祝原賢幸） 

(1) 訓練の概要 

①背景 

   令和４年度に内閣府等が実施した大規模地震時医

療活動訓練（以下「政府訓練」）においては、南海ト

ラフ地震を想定した総合的な実働訓練と検証が行

われた。日本小児科学会は、これまでに災害対策

委員会における連絡体制の構築や PEACE 等を活

用した情報共有について検討してきた経緯があり、

この機会に連絡体制の確認を行うとともに、政府訓

練に参加する都道府県の災害時小児周産期リエゾ

ン(以下「リエゾン」)等との連携を含むシミュレーショ

ンを実施する良い機会となることから、以下の要領

で同時並行の訓練を実施した。 

②訓練の目的 

1. 日本小児科学会における既存の連絡体制と

PEACE 等を用いた情報共有のシミュレーション

を行い、これまで認知できていなかった課題等

を把握する。 

2. 1 のシミュレーションに際して、災害対策本部を

設置することとした場合の準備について、今後

さらに取り組むべき事項を検討する。 

 ③訓練の実施日時、形式、事前準備等について 

令和４年９月 30日と 10月１日に、日本小児科学



会災害対策委員会の委員及び事務局員が、電話・

メール・ウェブ会議等を活用して連絡・情報収集・リ

エゾンへの助言・対応の検討等を実施し、その後

に課題抽出と今後の対応を検討した。 

また、訓練目的を踏まえて、予め想定被災県及

び被災地外県のリエゾン５名と事前連絡を取り、当

日のアドリブシナリオを検討した。訓練実施日にシ

ナリオを展開し、当該シナリオに対する訓練参加者

の対応状況等を把握した。 

さらに、訓練に際して災害時小児周産期リエゾン

連絡協議会のメーリングリストにおいて情報共有を

行うことから、予め同協議会の了承を得た上で、同

協議会メーリングリストにおいて訓練実施について

予告・協力依頼を行った。 

 

(2) 訓練を通して抽出された課題について 

  本項においては、訓練の後に抽出した課題のうち、

PEACE に関する事項を抜粋する。なお、日本小児科

学会は現在「小児科関連掲示板」のみを運用しており、

特別な記載のない限り、「小児科関連掲示板」内にお

ける課題である。 

① 各都道府県の体制等について 

   掲示板を閲覧するだけでは、各都道府県の組織体

制や主たる活動者等を把握することが困難であり、

発出されている情報が各都道府県内において集約

された情報であるかどうかも判断しかねる場合があ

る。 

  （意見の例） 

   ・ 小児科関連掲示板の内容のみでは、各都道府

県の組織体制が分かりづらかった。 

   ・ 各都道府県のリエゾンについて、誰が中心とな

っているか、活動しているかの把握が困難で

あった。 

   ・ 被災県内で困った時は、まずは県内リエゾンで

情報を集約し、必要な依頼だけを全体に向け

て発出するよう周知する必要があるのではな

いか。 

② 搬送・支援依頼等について 

   掲示板内に個別の搬送依頼等が雑然と入力され、

発出する側にとっても外部から閲覧する側にとって

も、情報整理（事例のリスト化や対応状況の把握を

含む）が困難であった。また、小児科領域について

は、全国の医療機関における受入れが可能かどう

かの情報がないため、支援要請の際に参考となる

情報がないことも指摘された。 

  （意見の例） 

   ・ 小児科関連掲示板内に、個別の搬送依頼等の

複数の情報が入り、優先順位や関連性が把握

できず、被災都道府県内における情報や県外

に向けた情報が雑然と並んでいるため、情報

整理が困難であった。 

   ・ 宛先不明の広域な搬送依頼の連絡があった。支

援要請に反応してもらえていないことがあった。 

   ・ 搬送については、PEACE内で別枠を設けるべき。 

   ・ 受入れ可能施設（一般）と支援依頼のスレッドが

混在しており判断しにくい。 

   ・ （小児科領域について）実際の受入れ状況（空き

ベッド状況）が、把握できない。 

   ・ 支援対応の経時的変化が見にくい、解決済みな

のかどうかがわかりにくい。 

   ・ 患者搬送要支援メッセージは「支援対応中」「支

援完了」など分類があり良かったが、どの要請

がどの段階か一目で分かるものが供覧できる

と良いと思った。 

   ・ 県外移送が必要なのか県内で対応できるのか、

分からない症例があり迷った（明示した方が良

い）。 

   ・ 支援を申し出る際に、人工呼吸管理の可否だけ

でなく、手術や透析が可能かどうかも含めて情

報提供した方が良かった。 



③ システム等について 

   PEACE 全体に言えることとして、新規情報が掲載さ

れた際の通知機能がないことは以前から指摘され

ており、災害対応に活用するシステムとしての大き

な課題と考えられる。また、PEACE は EMIS と連動

していないため、医療機関の受入れ可能か否かの

情報がない小児科領域については、支援要請する

側にとっても支援する側にとっても、PEACE 単独で

の調整が困難な要因となっている。 

 （意見の例） 

   ・ Auto Reload が機能せず、Real Time での情報

Updateが難しい。 

   ・ 周産期病床の確認はできるが、EMIS と連動して

いないため、被災している施設に対応を依頼

する可能性があると考えられた。 

   ・ 限られた人しかアクセスできないとはいえ、どこ

まで個人情報（患者情報、自分の情報を含め）

を載せてよいのか迷った。 

 

(3) 今後の取組みと提案について 

  日本小児科学会災害対策委員会においては、これま

で PEACEの小児科関連掲示板を活用した情報共有・

災害時対応を検討してきたが、これまでに既に指摘さ

れていた課題や今回の訓練を通じて把握した課題を

踏まえると、自由記載形式の掲示板のみを活用した運

用には限界があるばかりでなく、特に大規模災害時に

は雑然とした情報により一層の混乱が生じる可能性も

想定された。災害時にPEACEを活用して情報共有す

ることが想定される内容のうち優先度の高いものとして

は、各都道府県のリエゾンからの支援依頼が挙げられ、

支援依頼が整理された形で把握でき、依頼に対する

対応状況が容易に把握できるシステムが求められる。

この点については、システム改修に際して必須の検

討事項と考えられ、日本小児科学会災害対策委員会

としては利用者の視点で十分な事前準備を行い、改

修に向けた提案を取りまとめていく。 

  また、被災地域における被災情報や組織体制等の発

信、各種団体の取組み状況の発信などについては、

支援依頼とは別の形式で掲載・閲覧できるシステムと

すること、新着情報の通知機能を追加することについ

ても、同時に検討する必要があると考える。 

  一方で、小児医療機関の被災情報・受入れ情報など

を PEACE内に求めるかどうかについては、EMISとの

役割分担、対象施設の選定、都道府県内において実

際に対応する際の保健医療福祉調整本部内における

搬送調整部門や DMAT との連携のあり方などを踏ま

えて慎重に考える必要がある。 

 

 

5. 今後の PEACE刷新の予定 (担当：津田尚武) 

・公益社団法人日本産科婦人科学会は、令和 5

年度中に提議された現状 PEACE の改修・シ

ステム刷新を予定し令和 6年度から運用開始

を検討している。特に今回の改修では下記の

内容に関しては重点課題として改修を検討す

る方針である。 

 

(1) EMISなど他の情報システムとの連携につい

て 

→EMIS との双方向性の APIによるデータ

連携の構築。 

→EMIS も含めて全国の周産期分野や災

害分野でのシステムとのデータ連携の構築。 

(2) 産婦人科・新生児患者搬送要支援メッセー

ジ掲示板の改修について 

→リアルタイムの掲示板での新規投稿の

通知機能。 

→他県に共有すべき・共有不要の情報の

タグ付け。 

→支援依頼先、依頼元の分類の追加（リエ



ゾン・有床診療所他）の明示。 

(3) リエゾン組織図の共有 

→他の本部、他県、DMAT 側にも伝わる

形式で指揮命令系統・組織図が共有方法

の検討。 

 

令和５年度は、上記のシステム改修を行うことで、

被災施設、支援者側にとってより簡便な入力体

制の構築と迅速な情報共有を達成する方針であ

る。 
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